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日野町告示第９号 

 令和２年第２回日野町議会定例会を次のとおり招集する。 

   令和２年２月26日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期 日  令和２年３月４日 

２．場 所  日野町議会議場 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

中 山 法 貴              梅 林 敏 彦 

山 形 克 彦              金 川 守 仁 

松 尾 信 孝              中 原 信 男 

安 達 幸 博              佐々木   求 

竹 永 明 文              小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ───────────────────────────────
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──────────────────────────────────────────── 

第２回 日 野 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

令和２年３月４日（水曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和２年３月４日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和２年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針（町長） 

日程第５ 議案第２号 令和元年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第６ 議案第３号 令和元年度日野町介護保険特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第７ 議案第４号 令和元年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第８ 議案第５号 令和元年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第９ 議案第６号 令和元年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）（町長） 

日程第10 議案第７号 権利の放棄について（町長） 

日程第11 議案第８号 日野町印鑑条例の一部改正について（町長） 

日程第12 議案第９号 日野町交通安全指導員設置条例の廃止について（町長） 

日程第13 議案第10号 日野町監査委員条例の一部改正について（町長） 

日程第14 議案第11号 日野町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第15 議案第12号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第16 議案第13号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第17 議案第14号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第18 議案第15号 日野町職員の給与に関する条例の一部改正について（町長） 
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日程第19 議案第16号 日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について（町長） 

日程第20 議案第17号 日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について（町長） 

日程第21 議案第18号 日野町介護保険条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第19号 日野町営住宅設置及び管理に関する条例等の一部改正について（町長） 

日程第23 議案第20号 日野町過疎地域自立促進計画の変更について（町長） 

日程第24 議案第21号 令和２年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第25 議案第22号 令和２年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第26 議案第23号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 

日程第27 議案第24号 令和２年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第28 議案第25号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第29 議案第26号 令和２年度日野町簡易水道特別会計予算（町長） 

日程第30 議案第27号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計予算（町長） 

日程第31 議案第28号 令和２年度日野町農業集落排水事業特別会計予算（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

（３）令和２年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支出予算について

（町長） 

日程第４ 施政方針（町長） 

日程第５ 議案第２号 令和元年度日野町一般会計補正予算（第７号）（町長） 

日程第６ 議案第３号 令和元年度日野町介護保険特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第７ 議案第４号 令和元年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）（町長） 

日程第８ 議案第５号 令和元年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）（町長） 

日程第９ 議案第６号 令和元年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）（町長） 
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日程第10 議案第７号 権利の放棄について（町長） 

日程第11 議案第８号 日野町印鑑条例の一部改正について（町長） 

日程第12 議案第９号 日野町交通安全指導員設置条例の廃止について（町長） 

日程第13 議案第10号 日野町監査委員条例の一部改正について（町長） 

日程第14 議案第11号 日野町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第15 議案第12号 日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第16 議案第13号 日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正

について（町長） 

日程第17 議案第14号 日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て（町長） 

日程第18 議案第15号 日野町職員の給与に関する条例の一部改正について（町長） 

日程第19 議案第16号 日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について（町長） 

日程第20 議案第17号 日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について（町長） 

日程第21 議案第18号 日野町介護保険条例の一部改正について（町長） 

日程第22 議案第19号 日野町営住宅設置及び管理に関する条例等の一部改正について（町長） 

日程第23 議案第20号 日野町過疎地域自立促進計画の変更について（町長） 

日程第24 議案第21号 令和２年度日野町営土地改良事業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び

方法について（町長） 

日程第25 議案第22号 令和２年度日野町一般会計予算（町長） 

日程第26 議案第23号 令和２年度日野町国民健康保険特別会計予算（町長） 

日程第27 議案第24号 令和２年度日野町介護保険特別会計予算（町長） 

日程第28 議案第25号 令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計予算（町長） 

日程第29 議案第26号 令和２年度日野町簡易水道特別会計予算（町長） 

日程第30 議案第27号 令和２年度日野町公共下水道事業特別会計予算（町長） 

日程第31 議案第28号 令和２年度日野町農業集落排水事業特別会計予算（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 中 山 法 貴        ２番 梅 林 敏 彦 

３番 山 形 克 彦        ４番 金 川 守 仁 
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５番 松 尾 信 孝        ６番 中 原 信 男 

７番 安 達 幸 博        ８番 佐々木   求 

９番 竹 永 明 文        10番 小 谷 博 徳 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 池 田 俊 弘 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 生 田   進  総務課長 ──────── 渡 部 裕 之 

住民課長兼会計管理者 ── 矢田貝 慎 一  企画政策課長 ────── 荒 木 憲 男 

健康福祉課長 ────── 伊 田 喜 浩  産業振興課長 ────── 角 井   学 

建設水道課長 ────── 飛 田 朋 伸  教育課長 ──────── 砂 流 誠 吾 

危機管理監 ─────── 天 野   智 

─────────────────────────────── 

午前１０時００分開会 

○議長（小谷 博徳君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に

達していますので、これより令和２年第２回日野町議会定例会を開会いたします。 

 本日は、中海テレビのテレビカメラ撮影を許可しておりますので、御承知おきください。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、１番、中山法貴議員、２

番、梅林敏彦議員の２名を指名いたします。 
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─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日から３月１９日

までの１６日間にいたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から３月１９日

までの１６日間と決定いたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、陳情・請願の付託報告を行います。 

 お手元に配付いたしております請願１件を、教育民生常任委員会に付託いたしました。 

 次に、本町の監査委員から、第１回臨時会以後に実施された、地方自治法第２３５条の２の規

定による例月出納検査の結果並びに地方自治法第１９９条第４項の規定による定例監査について

報告がありました。別紙写しを配付し報告といたします。 

 次に、第１回臨時会以後の議会関係について報告いたします。 

 １月１４日、鳥取県後期高齢者医療広域連合議会運営委員会が湯梨浜町で開催され、議長が出

席いたしました。 

 １月１５日、１６日、総務経済常任委員会で、島根県美郷町、飯南町の集落支援員・地域おこ

し協力隊の活動などについての現地調査を行いました。 

 １月１７日、議会だより第１２３号発行のため、議会広報常任委員会を開催しております。 

 １月２０日、日野病院組合議会臨時会が開催され、関係議員が出席いたしました。 

 １月２６日、少林寺流空手道錬守会館の寒稽古が行われ、議長ほか議員が出席いたしました。 

 １月２７日、鳥取県町村議会議長会役員会が開催され、議長が出席しております。 

 １月２９日、「自治体病院の役割について考える」日野郡連携会議主催の講演会が、町文化セン

ターで開催され、議長ほか議員多数出席いたしました。 

 同日、町グラウンドゴルフ協会通常総会が開催され、議長が出席いたしました。 

 １月３０日、鳥取県西部町村議会議長会総会に、議長が出席いたしました。 

 １月３１日、鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会に、議長が出席いたしました。 
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 ２月１日、久住地区町民との意見交換会を広報常任委員会が行いました。 

 ２月２日、伯耆の国・出雲街道根雨宿「福よせ雛」オープンセレモニーが金持テラスひので開

催され、議長が出席いたしました。 

 ２月３日、鳥取県後期高齢者広域連合議会定例会が湯梨浜町で開催され、議長が出席しており

ます。 

 ２月４日、総務経済常任委員会を開催いたしました。 

 ２月６日、日野郡町議会議員研修会打合会に、議長・副議長が出席いたしました。 

 ２月１２日、農業問題について、総務経済常任委員会を開催いたしました。 

 ２月１８日、全員協議会を開催し、日野病院長と意見交換を行いました。同日、広報常任委員

会を開催しております。 

 ２月１９日、鳥取県町村議会議長会定期総会、表彰式が開催され、議長が出席いたしました。 

 ２月２０日、日野病院組合議会定例会が開催され、議長ほか関係議員が出席いたしました。 

 ２月２１日、鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が開催され、議長が出席しております。 

 ２月２６日、本定例会開催のため、議会運営委員会を開催いたしております。 

 同日、日野町・江府町・日南町三町衛生施設組合議会定例会が開催され、関係議員が出席いた

しました。 

 続いて、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和２年第１回議会臨時会以降の一般行政報告をいたします。 

 １月１９日、ひの郷会の令和元年度総会が大阪市内で開催されましたので、その概要を報告い

たします。ひの郷会は関西地区在住の日野町出身者の皆さんによる懇談会で、毎年、この時期に

総会を開催し、新年度の事業計画などを話し合うとともに、会員同士の親睦を深めておられます。

昨年度に引き続き、ひの郷会終了後、総会終了後、ひの郷会・ふるさと住民票冬の交流会ｉｎ大

阪を開催しました。これは、ひの郷会・ふるさと住民票登録者にお声かけをし、町関係者などと

一緒に交流を行ったものであります。交流会には総勢１６人が参加しましたが、参加者同士初対

面であったものの、話をしてみると思わぬつながりがあった方もおられるなど、事務局が考えて

いた以上に盛会となりました。 

 １月２０日、令和２年第１回日野病院組合議会臨時会が招集されましたので、その概要を報告

いたします。議案は、協議１件、条例の一部改正が１件、条例の制定が２件、補正予算が２件提

案され、全て原案どおり可決されました。 



－8－ 

 協議は、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約を変更することに関する

協議について、議会の議決を求めるものでございました。 

 条例の一部改正は、人事院勧告に基づく所要の改正でございます。 

 条例の制定は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定及び会計年度任用職

員に関する関係条例について所要の整備を行うものでございます。 

 補正予算は、病院事業会計補正予算及び在宅介護支援事業会計補正予算でございました。人事

院勧告による給与費の増などがその内容でございます。 

 １月２９日、日野町文化センターで、城西大学経営学部教授、伊関友伸さんを講師に「果たし

て自治体病院は不要なのか？その存在意義を考える」と題した講演会を開催いたしました。鳥取

県知事ほか関係者により、今後の地域医療のあり方についてあわせて意見交換を行っております。 

 １月３１日に第１回鳥取県西部広域行政管理組合議会臨時会が開催されましたので、その概要

について御報告いたします。主な議案といたしましては、平成３０年度一般会計の決算認定及び

令和元年度一般会計の補正予算が提案され、原案のとおり可決されました。 

 補正予算の主な概要は、人事院勧告に準じた給料表の見直しによる職員手当等の増額、不燃物

処理費の入札・契約による減額などであります。これに伴いまして、本町の負担金は、本年度当

初より３２３万６，０００円減の１億８５４万６，０００円となっております。 

 ２月１３日には、鳥取県西部地域振興協議会、鳥取県との意見交換会に出席いたしました。会

議では、鳥取県西部の９市町村長、県西部総合事務所及び日野振興センターの所長、それぞれ各

局長、そして県市町村課、情報政策課が一堂に会し、米子市による人工知能（ＡＩ）を活用した

次世代型行政サービス、鳥取県におけるパソコン内のロボットによる作業の自動化（ＲＰＡ）や

市町村行政総合システムの共同化等の施策についてお話を伺った後、新しい技術を活用した行政

サービスについて互いに意見交換を行いました。 

 同じく、２月１３日、日野町校区審議会から日野町教育委員会に対して、日野町立小・中学校

等の設置及び校区の設定についての答申が提出されました。これは、平成３０年１１月１９日に

諮問していたことについて、審議会において７回にわたる審議を重ねられ、答申されたものでご

ざいます。 

 答申は、新たに義務教育学校を設置し、校区は日野町全地区とするというものでございます。

今後、この答申の内容を踏まえ、町民の皆様とともに協議を重ねながら、これからの日野町にふ

さわしい学校にしてまいりたいと考えております。 

 ２月２０日には、令和２年第２回日野病院組合議会定例会が招集されましたので、その概要を
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報告いたします。議案は、条例の一部改正が２件、補正予算が３件、令和２年度当初予算が３件

提案され、全て原案どおり可決されました。 

 職員定数条例の一部改正は、現在の定数１１２名を２名ふやして１１４名とするものでござい

ます。職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正は、会計年度任用職員制度の創設に伴い、規程

を整備するものでございます。 

 補正予算は、病院事業会計、在宅介護支援事業会計、診療所事業会計の決算見込みに基づくも

ので、３事業合計での収益的収支は、３，１９９万８，０００円の黒字決算が見込まれておりま

す。 

 当初予算では、３事業合計の収益的収支を１，６４８万６，０００円としております。令和２

年は日野病院開院８０周年となりますので、記念式典に係る経費が計上されてございました。ま

た、施設整備等経費として手術室空調機の更新など、５，７７１万１，０００円が計上されてお

りました。 

 議案以外では、新規採用職員の報告がございました。医師では、内科常勤医が鳥取県から１名

派遣、そのほか、整形外科常勤医師が１名、看護師が３名、事務職が１名、介護支援専門員が１

名採用される予定となっています。 

 続いて、２月２１日に第２回鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会が開催されましたので、

その概要について御報告いたします。主な議案といたしましては、火葬場条例の一部改正、令和

２年度一般会計予算が提案され、原案のとおり可決されました。 

 火葬場条例の一部改正は、桜の苑の管理運営について令和３年度から指定管理者制度を導入す

ることとなったため、これに関する規定の改正を行うものでございます。令和２年度一般会計予

算の主な事業は、桜の苑改修工事費３億８，９３２万円余、リサイクルプラザ設備補修工事費１

億１，９５４万円余などでございます。 

 予算総額は前年度当初より２億２，０４９万円余の減額となっておりますが、これは、退職手

当の減、消防指令システム更新業務委託の完了、リサイクルプラザペットボトル処理棟外壁ほか

改修工事の完了による減などによるものでございます。これに伴いまして、本町の負担金は、前

年度当初より８１８万７，０００円減の１億３５９万５，０００円となっております。 

 次に、寄附採納について御報告いたします。２月２５日に、一般社団法人日野町観光協会会長、

小谷澄男様から、令和元年度分の事業収益金の一部を御寄附いただいたところでございます。今

回で１３回目の寄附となります。このたびの寄附採納金は３００万円、累積で申しますと５，５

２０万円をいただいたことになります。多年にわたって御寄附を賜り、心からお礼を申し上げま
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すとともに、頂戴いたしました寄附金は趣旨に沿って有効に活用させていただきます。まことに

ありがとうございました。 

 続いて、２月２６日に令和２年第１回日野町江府町日南町衛生施設組合議会定例会が開催され

出席しましたので、その概要について報告いたします。議案は、事項の承認が１件、協議１件、

条例の一部改正が１件、補正予算が１件、令和２年度当初予算が１件が提案され、全て原案どお

り可決されました。 

 事項の承認は、人事院勧告に基づく職員の月例給、職員手当の引き上げを専決処分した補正予

算の承認でございます。 

 協議は、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約を変更する協議について

は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、規程を整備するものでございます。 

 また、条例の一部改正は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、日野町江府町日南町衛生施設

組合一般職の給与等に関する条例を一部改正するものでございます。 

 補正予算は本年度の実績を踏まえ、経常経費の予算内費用精査を行い、減額分を予備費に留保

したものでございます。 

 次に、令和２年度当初予算は、歳入歳出それぞれ１億８，５８１万１，０００円とするもので、

前年度当初予算より１，０５８万円の増額であります。これは、し尿処理施設清化園の電気浸透

脱水機修繕等に伴い増額の予算とされたところでございます。 

 本年度の予算編成に当たりましては、し尿処理施設清化園及びごみ処理施設くぬぎの森の適正

な維持管理に重点を置き、構成町の負担軽減を図ることを念頭に、十分に精査・検討を行った予

算編成との報告がなされたところでございます。以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、令和２年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収入支

出予算について報告を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 一般財団法人日野町農林振興公社の令和２年度の事業計画及び収入支出

予算につきまして、御報告申し上げます。これは、令和２年２月７日に一般財団法人日野町農林

振興公社理事会が開催され、令和２年度の事業計画及び収支予算が承認されましたので、その概

要について御説明いたします。 

 内容につきましては産業振興課長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 角井産業振興課長。 

○産業振興課長（角井  学君） 令和２年度一般財団法人日野町農林振興公社事業計画及び収支
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予算についてその概要を御説明いたします。 

 お手元の資料１ページをごらんください。最初に、令和２年度事業計画ですが、各事業とも令

和元年度の実績見込みを勘案し、事業計画を立てております。 

 まず、農作業受託事業について、水稲作業は農業従事者の高齢化、農家所有の農業機械の老朽

化等の要因などにより、代かき、刈り取り作業の受託面積が増加しております。また、一部担い

手による受託作業も見込まれ、荒起こし、荒かき、田植えの受託面積及びもみ運搬は若干の減。

秋起こし、あぜ塗りは前年同様としております。さらに、水田畦畔草刈り作業及び牧草こん包は

前年同様としております。 

 次に、転作等受託事業について、ソバ作業は水稲耕作からソバ栽培への転換により受託面積が

増加したものです。また、菜種刈り取り作業につきましても、昨年度と比較し若干の受託料の減

を見込んでおります。 

 次に、利用権設定その他事業の欄をごらんください。近年、担い手だけでは農地を維持できな

いため、公社への利用権設定をされる農家が徐々にではありますが増加傾向にあります。このた

め、前年度に対し８２アール増加の７．４９ヘクタールを利用権設定し、水稲・ソバを作付する

計画としております。それぞれ個別の作業内容につきましては、ごらんをいただきたいと思いま

す。 

 最後に、令和２年度から新たに取り組みます地域プランに基づく堆肥散布支援として、２ヘク

タールを新規に計上しております。 

 次に、２ページをごらんください。令和２年度収入支出予算書です。 

 最初に、事業活動収入です。１の基本財産運用収入は定期預金利子。２の受託事業収入は、令

和元年度の実績見込みから算出しております。実績見込みに比較して、刈り取り作業、その他の

作業料は増加を見込んでおります。また、新規に地域プランによる堆肥散布手数料を計上してお

ります。３のそば等事業収入は、粉、玄そば等販売収入の増額を見込んでおります。５の補助金

等収入は、町から公社への人件費等の補助です。６の地域プランに伴う補助金収入は１，４９０

万１，０００円を計画しております。堆肥散布用のマニュアスプレッダーと運搬用台車各１台の

機械導入や事務職員１名の人件費の補助、また、堆肥散布や運搬支援に係る補助を新規に計上し

ております。７の駐車場管理収入は、消費税率１０％を考慮し計上しております。９のその他収

入の経営所得安定対策交付金は、前年度に比較し３０万円の増額を見込んでおります。 

 収入合計は３，４２１万４，０００円で、対前年度比１，６１５万８，０００円の増額となっ

ております。 
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 続きまして、３ページの事業活動支出をごらんください。令和元年度の実績見込みから、令和

２年度計画を算出しております。 

 最初に１の管理運営費ですが、合計で９３６万３，０００円、対前年比２５６万円の増額とな

っております。これは地域プランに伴う事務職員１名の増によるものであり、公社の職員につき

ましては、事務局長１名、事務職員１名、嘱託職員１名の体制で農家の下支えを行いたいと考え

ております。内訳はごらんいただきたいと思います。２の受託事業費支出は合計で２，３１２万

１，０００円で、対前年比１，３５１万８，０００円の増額となっております。これは、堆肥散

布に伴うマニュアスプレッダーと運搬用台車の購入費１，３３８万７，０００円の増額です。３

のソバ等受託生産は合計で１４２万円で、対前年比８万円の増額です。内訳はごらんいただきた

いと思います。 

 一番下段の支出合計については、総額が３，４２１万４，０００円で、対前年度比１，６１５

万８，０００円の増額となっております。令和２年度から実施する地域プランによる機械導入が

増額の主要因となっております。詳細につきましてはごらんください。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 施政方針 

○議長（小谷 博徳君） 日程第４、町長が施政方針を行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ３月定例会に当たり、令和２年度の町政の推進について私の所信の一端

を申し述べ、議員各位、並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 一昨年２月、町長に就任して以来、早２年が経過し、私の任期も折り返し点を迎えました。こ

の間、議員の皆様を初め、町民の皆様からは多くの御支援と、厳しくも暖かい御指導をいただき

ましたことを、高い席からではございますがお礼申し上げたいと存じます。 

 さて、この２年間、私の公約の３本の柱、保健・医療・福祉の充実、地域資源を生かした産業

の振興、教育・子育ての充実を中心に施策を進めてまいりました。 

 保健・医療・福祉の充実では、百歳体操の取り組みや認知症地域支援推進員の配置などの介護

予防・認知症対策、日野町社会福祉協議会や民生委員の皆様などの御協力による高齢者の生活支

援・見守り支援の強化、そして、奨学金貸与制度や奨学金補助制度の創設による介護・医療・福

祉の分野での人材確保などを推進し、地域資源を生かした産業振興では、農業分野で、担い手農

家への支援と農林振興公社の体制強化により後継者不足の解消を進めつつありますし、商工・観
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光分野では、飲食店スタンプラリー、伯耆の国・出雲街道根雨宿「福よせ雛」事業への支援、拠

点である金持テラスひのへのにぎわいづくりコーディネーターの配置などで、観光振興、特産品

振興に取り組んでまいりました。 

 教育・子育ての充実では、小規模校という利点を生かして、一人一人の学力、体力、そして生

きる力を伸ばせるように、きめ細やかな教育を展開してまいりました。中学校に学習支援員を導

入し、チームティーチングによる個々のつまずきへの対応、ＩＣＴ環境の整備、地域とともにあ

る学校づくりの仕組みであるコミュニティ・スクールの導入などがこれに当たります。また、鳥

取県、日野郡３町、高校が連携し日野高校の魅力向上を進めるとともに、将来ふるさとに貢献で

きる人材を育成するため３町と県が連携して行う高校生のふるさと教育の仕組みづくりも現在緒

についたところでございます。 

 子育てに関しましては、病後児保育に加え病児保育をスタートしたり、ファミリー・サポート・

センター事業を開始するなど子育て不安を解消する事業にも取り組んでまいりました。 

 また、これら私の公約３本とともに推進してきました平成２７年に策定したきらり日野町創生

戦略が今年度をもって計画期間を終了いたします。最終的な評価は令和元年度終了をもってなさ

れます。目標の一つに設定している子育て世帯の移住者数は目標達成する見込みでございますが、

転出・死亡による減少が想定よりも多く人口減少が続いております。また、仕事づくり・雇用の

場の確保としましては目標達成が難しい状況であるなど、必ずしも満足のいく結果には至ってい

ないと考えております。その反省に立った次期戦略、第２次きらり日野町創生戦略を策定し、取

り組みを継続してまいります。令和２年度の当初予算案の重点施策は、この第２次きらり日野町

創生戦略を柱とするものでございます。 

 それでは、令和２年度の重点施策について御説明申し上げます。 

 第２次きらり日野町創生戦略では、７つの分野に分け、それぞれに基本目標を掲げております

ので、分野ごとに施策を御説明してまいります。 

 第１に、移住・定住・集落維持について。この分野は、第１次戦略では移住・定住のみを項目

として掲げておりましたが、単に人口減少にあらがうだけではなく、それでもなお減少に歯どめ

がかからない集落にあって、減少してもなお集落機能を維持するための仕組みづくりが必要との

思いから項目を拡大したものでございます。 

 新年度は、まず小規模高齢化集落を中心に、日野振興センターや鳥取環境大学等と連携しなが

ら集落の点検・聞き取り調査を行い、集落の実態・実情を把握してまいります。集落に暮らされ

る住民との対話の中から集落の求めていることや困っていること等を洗い出し、どのような支援
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ができるのか、どのような仕組みをつくれば集落機能の維持・存続に資するのか、さまざま検討

し、実現に取り組んでまいります。また、自治会独自の取り組みに対しては、地域活動支援交付

金を充実させて地域行事や事業等に助成してまいります。 

 一方で、従来から進めている移住・定住施策も、若い世代に住み続けてもらう、またＵターン

者等移住者を呼び込むためには、子育て環境、教育環境、仕事づくり、産業・雇用、医療環境等

さまざまな角度から総合的に取り組む必要があります。移住者を初め町内在住若年世帯も対象と

した住宅改修への支援や、移住者への通勤・あゆ奨学金助成も継続いたします。また、集落の維

持・存続には、高齢者の方の買い物、病院などへの移動手段が重要となります。生活交通確保対

策事業として、タクシー利用助成制度では対象年齢を７５歳以上から７０歳以上に引き下げ、制

度の充実を図ります。さらに久住・畑地区の公共交通空白地域においては、助成券の枚数をふや

し、高校生以下も対象として、利便性を向上させます。 

 第２には子育て・幼児教育を掲げております。第１次戦略では単に子育て・教育というくくり

としてまいりましたが、新戦略では、第２分野として子育て・幼児教育、そして、第３分野とし

て学校教育・社会教育に分割いたしました。 

 まず、ひのっこ保育所につきましては、令和２年度は６５人程度の入所が予定されております。

昨年１０月に、３歳以上児の保育料を無償とさせていただいているところでございますが、令和

２年度より３歳未満児についても無償とさせていただき、子育て世代の負担軽減を図りたいと考

えております。また、子育て支援室おひさまひろば、病児・病後児保育の開設、子育て世代包括

支援センターによる相談支援事業や産後ケア事業、節目節目で支援金などを給付する事業で皆様

の子育てを応援します。 

 幼児教育につきましては、保育士の資質・能力をより高め、子供たち児童一人一人に応じた保

育を展開するとともに、保小連携カリキュラムを実施し、学校教育への円滑な接続を実現してま

いります。 

 第３分野は、先ほどの学校教育・社会教育でございます。令和２年度の児童生徒数は、黒坂小

学校２５名、根雨小学校４５名、日野中学校５１名の予定でございます。引き続き、一人一人の

学力、体力そして生きる力を伸ばせるように、きめ細やかな教育を展開してまいります。各小学

校においては、複式学級をそれぞれ１つずつ解消し、日野中学校においては学習支援員を１名配

置し、児童生徒一人一人の実態を十分考慮した学習を展開し、学力の伸長を図ります。 

 社会教育につきましては、公民館、文化センター、隣保館事業等の充実を図り、年代を超えた

住民相互のつながりと、主体的に行動できる人材育成を目指します。また、学校教育との連携に
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より、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に進め、社会総がかりで将来への夢

や希望を持つとともに、生まれ育った日野町を大事にし、これからの日野町を担っていこうとい

う気持ちを持った児童生徒を育てていきます。さらに、日野郡３町と県とで連携し、将来、地域

の課題を解決し得る地域の担い手を育成するために公設塾を設置し、高校生を対象としたふるさ

と教育を展開します。 

 今後の学校のあり方につきましては、２月１３日に日野町校区審議会から新たに義務教育学校

を設置し、校区は日野町全地区とするとの答申をいただいているところでございますので、義務

教育学校について検討し、町民の皆様と協議を進め、具体的な事業に取りかかってまいりたいと

考えております。 

 第４分野は、産業・雇用。第１次戦略と同様の項目でございます。第１次戦略中、最も困難で

目標達成度の低い項目となりました。さらなる工夫と実践が必要と考えております。 

 まず本町の基幹産業である農業についてでございます。昨年農業委員会が実施されました農地

所有者を対象とした調査結果によりますと、農業後継者がいない農家が約６割、また、今後所有

している農地を維持できない農家が約３割に上り、本町農業の存続が待ったなしの状況にあるこ

とが浮き彫りとなりました。 

 このため、来年度より、本町農業の持続的発展に向けて、農業従事者を初め、農林振興公社、

農業委員会、行政等が連携しながら、農地や集落を守っていく共助の仕組みづくりに取り組んで

まいります。具体的には、集落の話し合いによる農地の明確化や担い手相互の農地貸借調整等を

より一層推進し、担い手不在の優良農地については農林振興公社が農地を守る最後のとりでとし

て補完する体制づくりを進めます。また、不用になった農業機械の有効活用を図るため農業機械

バンクを創設するとともに、集落の大きな負担となっている草刈りや水路の維持管理などを手助

けする体制づくりに取り組むほか、農業研修会や特産品栽培研修会の開催など新たな担い手の育

成・確保に向けた取り組みも推進してまいります。さらに、町内農地の肥沃な土づくりに向けて、

畜産堆肥を地域内循環させる仕組みづくりに取り組む町内畜産農家や農林振興公社を支援すると

ともに、６次産業化や共生の里への取り組み支援、第５期中山間直接支払いや多面的機能支払い

などにも引き続き取り組んでまいります。 

 次に、林業につきましては、新たな森林管理制度に基づく林業経営の集積・集約化や適切な森

林整備に向けて、森林環境譲与税を活用して、森林所有者への意向調査やその調査結果をもとに

した集積計画の作成に取り組むとともに、町有施設への町産材活用や、にちなん中国山地林業ア

カデミーと連携した町内林業事業体の担い手確保対策などを進めてまいります。このほか、本町
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の特産物であるシイタケの生産振興や新商品開発を支援するとともに、県の林業再生事業補助金

を活用した基幹的路網整備、高性能林業機械導入支援などにも取り組んでまいります。 

 次に、商工業についてでございます。その振興に当たっては地元商工会と連携を強化し取り組

みを進めていくことが重要であると考えております。このため、地元商工会が行う中小企業の後

継者確保の取り組みや、飲食店スタンプラリー事業、福よせ雛事業などを引き続き支援すること

に加え、町内店舗のインバウンド相談対応やサイクリング環境整備、金持テラスひのでのにぎわ

いづくりなどの新たな地域振興の取り組みに対しても支援を行い、地元商工会との連携による中

小企業振興、地域振興に取り組んでまいります。また、起業・創業や新商品開発などへの取り組

み支援も継続し、産業の活性化につなげてまいります。 

 最後に、観光業についてでございます。人口減少が進展する中、観光振興によりインバウンド

を含めた交流人口を拡大し、地域の活力をつくっていくことが必要です。このため、たたらを初

め金持神社、オシドリ、ラフティングなど本町の魅力ある観光素材を生かした周遊観光ルートづ

くりを進めるとともに、リバーサイドひのの客室洋室化等の受け入れ環境整備、情報発信の強化

など、国内外からの観光誘客に向けた取り組みを推進します。また、町内をめぐるサイクリング

のモデルルートを設定するなど、商工団体とも連携しながら自転車を使った滞在型観光の取り組

みに乗り出すとともに、根雨駅にも停車する５月運行開始の「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」

の乗客へのおもてなし対応のほか、宝仏山登山道の整備、滝山公園や鵜ノ池公園の景観づくりな

どにも取り組み、魅力ある観光地づくりを進めてまいります。さらに金持テラスひのにつきまし

ては、引き続きにぎわいづくりコーディネーターを配置し、イベント開催などのにぎわいづくり

に取り組むとともに、特産品販売の充実や地域住民の交流促進など、施設のさらなる魅力づくり

に努めてまいります。 

 これら産業・雇用に関するテーマを通じ、人材・担い手の不足は非常に大きく、深刻な問題で

ございます。一方で人口減少を食いとめる上では働き場づくり・仕事づくりも極めて重要でござ

います。この２つの課題に対する１つの処方箋として、地域人口の急減に対処するための特定地

域づくり事業の推進に関する法律が６月４日から施行されます。この法律に定められた特定地域

づくり事業協同組合に町内外の若者等を雇用し、組合員である事業者に派遣することにより、特

に繁忙期の人材不足の事業者の人材を確保し、安定した仕事づくりとして本町にあっても有効に

機能する組織であると考えますので、積極的に検討し取り組んでまいりたいと思います。 

 第５分野は、まちづくり。第１次戦略と同様の項目でございますが、新たにライフステージに

応じた運動・スポーツ活動の充実や、文化芸術活動に親しむことができる機会の拡充を基本的方
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向に加えました。町民の皆様が、心豊かで潤いのある生活や生き生きと輝き活力ある社会を実現

していくことができるように、地域資源を生かしたまちづくりを進めてまいります。 

 町民体育祭を初めとする各種スポーツ活動については、より多くの町民の皆様に参加していた

だき、スポーツに親しんでいただけるような活動にしてまいります。また、文化芸術活動に親し

む場につきましては、図書館や文化センター、公民館等で、その機会の充実に努めてまいります。

文化財の保存、活用につきましては、地域社会総がかりで、継続性、一貫性のある取り組みがで

きるように、文化財保存活用地域計画の策定に着手いたします。 

 第６分野は、保健・医療・福祉についてでございます。新たに高齢者等への生活支援やボラン

ティアなどを育成し地域福祉を推進することを掲げました。高齢化や人口減少が急速に進み、地

域での社会的生活の維持が困難な方々がふえつつあります。こういった地域の高齢者等を支える

ため、昨年、日野町地域福祉計画を策定いたしました。社会福祉協議会や関係機関と連携して、

見守り活動や生活支援等に取り組んでまいります。 

 そして、町民の皆様には、まず健康で生き生きと暮らしていただきたいと思います。ぽかぽか

教室やいきいき百歳体操の全町での取り組みを進めます。百歳体操の参加団体には、新規事業と

して商品券を奨励金として交付しますので、お茶代等に御利用いただきたいと存じます。これは、

参加者のコミュニケーションの活性化と商工振興の効果を期待するものでございます。また、特

定健診やがん検診で病変を早期発見し、早期治療を行うことが重要でございます。令和２年度は、

集団健診でのピロリ菌検査や前立腺検査、日野病院での一般的な健診と人間ドックの中間的なお

手ごろ健診など健診内容を充実させていますので、ぜひ御利用いただきたいと思います。そのほ

か、認知症対策、福祉人材の確保、そして日野病院や日翔会、鳥取大学医学部など関係機関とさ

らに連携を深め、保健・医療・福祉の充実を図ってまいります。また、人口減少が続く中ですが、

今後の地域医療のあり方について、周辺自治体や医療機関で検討を進め、地域の医療を確保して

いきたいと考えております。 

 第７分野は、新たな項目として防災・減災を掲げました。ことしは鳥取県西部地震から２０年。

改めて災害対策について考え、防災力を強化・充実する年にしたいと思います。 

 まず、懸案でありました根雨地区雨水排水対策事業。基本設計を終え、いよいよ実施設計・工

事に着手いたします。近隣の皆様には交通規制など御不便をおかけすることになりますが、大き

な不安を取り除くこの事業。御協力をお願いいたしたいと思います。 

 また、平成１８年度に整備しました防災行政無線が更新の時期を迎えました。この事業では方

式をデジタル方式に変更し、各戸に配付している端末器も全戸入れかえさせていただきます。さ
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らに災害発生時に対策本部となる役場本庁舎と指定避難所・福祉避難所として機能する山村開発

センターに係る非常時発電設備についても更新し、災害対応能力を向上いたします。 

 新規補助事業では、土砂災害特別警戒区域内の住宅や避難所の建てかえ等のため外壁を強化し

た場合や防護壁を設置した場合に、上限２００万円を補助する土砂災害特別警戒区域内住宅建て

かえ等事業費補助金を設けます。 

 以上、令和２年度の町政の方針について申し述べました。 

 人口が減少していく中にあっても、人と人とのつながりを大切にし、生きがいを持って安全で

安心して暮らせるまちづくり、将来を担う子供たちに誇りを持って未来に引き継いでいけるまち

づくりに取り組んでいく、全力を尽くしていくことをお誓いし、議員各位、町民の皆様の御理解

と御協力をお願いしたいと存じます。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第５ 議案第２号 から 日程第３１ 議案第２８号 

○議長（小谷 博徳君） 日程第５、議案第２号、令和元年度日野町一般会計補正予算（第７号）

から日程第３１、議案第２８号、令和２年度日野町農業集落排水事業特別会計予算までを、一括

議題とすることに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議がないようですので、一括議題として順次説明を求めます。 

 日程第５、議案第２号、令和元年度日野町一般会計補正予算（第７号）について提出者の説明

を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２号、令和元年度日野町一般会計補正予

算（第７号）につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと思います。こ

の補正予算は、歳入歳出それぞれ１億３，３９８万９，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額

を３３億７，９６２万９，０００円とするものでございます。 

 補正額等は２ページから５ページ、第１表、歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じま

す。全体を通じ大きな減額補正となっていますが、各事業費の確定による減額が大半を占めてお

ります。 

 歳入につきましては、申しましたように事業費確定による減額が大半でございます。国庫支出

金、県支出金、減額となっております。増額となりましたのは寄附金。４００万１，０００円。

ふるさと納税の増額分や日野町観光協会からの寄附金などを計上しております。繰入金、町債に
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つきましても、各事業の確定により繰り入れ、借り入れが不要となったものについて減額してお

ります。 

 歳出では、増額補正となっているものは、日野病院組合への負担金、見込み額の増加による増

額のほか、個人番号カード関係事務委託料や国民年金制度改正に伴うシステム改修費を計上して

おります。また、財政調整基金費については、観光事業寄附金やふるさと納税、事業の確定によ

り減額補正を行った結果発生する一般財源などをそれぞれの目的基金に積み立てることとしてお

ります。 

 繰越明許費は、６ページ、第２表をごらんいただきたいと思います。令和元年度から令和２年

度に繰り越して事業を行おうとするもので、大谷山町有林伐採に係る町行造林事業７６２万９，

０００円、金持朝刈１号作業道拡幅に係る林業再生事業費５８９万７，０００円、根雨地区浸水

対策事業８４１万５，０００円、町道下黒坂線道路改良事業３，６１６万８，０００円など６事

業、合計６，３４８万９，０００円を計上するものでございます。 

 地方債の変更は、７ページ、第３表、地方債補正をごらんください。過疎対策事業費は７３０

万円を減額し、限度額を１億１，６８０万円とするもので、移住定住・空き家対策事業、広域基

幹林道宝仏山線開設事業など事業費の確定などにより減額といたします。以下、緊急防災・減災

事業費が７１０万円の減額、災害復旧事業債３３０万円の減額、緊急自然災害防止対策事業債を

５０万円増額、臨時財政対策債を５，９０７万円減額し、合計の限度額を２億２，４８０万円と

するものでございます。 

 詳細につきましては、各課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第２号、令和元年度日野町一般会計補正予算（第７号）につい

て、予算に関する説明書から御説明いたします。 

 ９ページ、１０ページの歳入歳出補正予算事項別明細書は、ごらんをいただきたいと思います。 

 歳入について御説明いたします。１１ページをごらんください。町税・軽自動車税・軽自動車

税環境性能割は４４万３，０００円の減額です。消費税率変更に伴い令和元年１０月から１年間

の軽減税率が適用されたことと実績の見込みによります減額でございます。地方譲与税の地方揮

発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税と、利子割交付金、配当割交付金、１２ページ、

株式等譲渡所得割交付金及び地方消費税交付金は、県の試算により増減するものでございます。

補正額は、それぞれごらんをいただきたいと思います。次に、自動車取得税交付金は、環境性能
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割交付金に移行したため皆減とし、環境性能割交付金は、県の試算により６８万円の減額といた

します。次に、国庫支出金、民生費負担金は、特別障害者手当等給付金負担金として実績に応じ

減額であります。災害復旧費負担金は、久谷川河川・町道三土支線道路災害復旧工事の事業費確

定により１８３万円の減額です。 

 １３ページ、国庫支出金、総務費補助金は、事業実績に基づき４３万１，０００円の増額。衛

生費補助金は合併処理浄化槽設置整備事業、事業費の確定により２９万４，０００円の減額、商

工費補助金は、プレミアム付商品券事業の事業費確定により３７８万円の減額でございます。次

に、国庫委託金、総務費委託金は、参議院議員選挙費、事業の確定により１０８万２，０００円

の減額。民生費委託金は、国民年金事務制度改正に伴うシステム改修に係る委託金２２万５，０

００円の増額です。次に、県支出金、県補助金は、総務費補助金としてＬＥＤ防犯灯設置補助等

促進事業費補助金、ヘリコプター離発着場整備促進事業費補助金など事業の確定などにより補助

額の変更を行い、合計で３５７万円の減額です。衛生費補助金は合併処理浄化槽設置整備事業費

補助金５１万６，０００円の減額。農林水産業費補助金は、しっかり守る農林基盤交付金、地籍

調査事業費補助金など農業費補助金と、町行造林事業費補助金、森林整備地域活動支援交付金な

ど林業費補助金として事業費の確定などにより合計で２，９７９万１，０００円の減額でござい

ます。 

 続いて、１４ページ、土木費補助金は、日野郡除雪機械運転手育成補助金と鳥取県急傾斜地崩

壊対策事業費補助金、合わせて４４万３，０００円。教育費補助金は、スクールソーシャルワー

カー活用事業費補助金７６万４，０００円のそれぞれ実績減などによる減額でございます。次に、

県委託金、総務費委託金は、県知事選挙費委託金、事業費の確定によりまして１２９万１，００

０円の減額です。財産収入、利子及び配当金は、土地開発基金利子利息の減により１，０００円

の減額でございます。不動産売り払い収入は、町行造林事業の間伐面積減に伴う立木売り払い収

入見込みの減によりまして９８万３，０００円の減額です。 

 次に、１５ページ、寄附金、総務費寄附金１５０万円の増額は、ふるさと納税寄附金の増加に

よるもの。土木費寄附金は、急傾斜地崩壊対策事業の事業費確定により地元寄附金の減額４９万

９，０００円。商工費寄附金は、日野町観光協会からの寄附金３００万円を計上いたしておりま

す。次に、繰入金、町営バス購入等基金は、バス車両購入費確定により７０万１，０００円の減

額。観光振興基金繰入金は、観光案内看板作成委託料の確定により１７６万２，０００円の減額。

公共施設等長寿命化基金繰入金は、役場庁舎空調設備更新事業費確定により４０３万２，０００

円の減額です。諸収入、雑入は、貝原地区コミュニティー助成事業の事業費確定と農業者年金友
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の会の解散に伴う補助金皆減といたしまして、合わせて２２５万円の減額。鳥取県後期高齢者医

療広域連合過年度清算金は１，０７４万３，０００円の増額。プレミアム付商品券売り払い収入

は事業費確定による１，２６０万円の減額、合計で４１０万７，０００円の減額でございます。 

 次に、１６ページ、町債でございます。総務債は、６，９１７万円の減額です。内訳は、臨時

財政対策債は５，９０７万円の減額、皆減といたしております。移住定住・空き家対策事業債及

び防災行政無線デジタル化事業債は、いずれも事業費の確定による減額でございます。次に、衛

生債は、地域医療人材確保事業債、事業の確定により３００万円を計上いたしております。林業

債は、広域基幹林道整備事業債３７０万円の減額。皆減でございます。土木債は、若者定住住宅

建設事業債と単県急傾斜地崩壊対策事業債、いずれも事業費の確定により増減を行い、合わせて

３８０万円の減額でございます。教育債は、高校生等就学支援事業債の財源といたしまして７０

万円を計上いたしております。 

 災害復旧債は、公共土木施設補助及び単独災害復旧事業、事業費の確定による３３０万円の減

額です。 

 歳出について御説明をいたします。１７ページをごらんをいただきたいと思います。 

 総務費、一般管理費は８６１万９，０００円の減額です。給料、職員手当及び共済費の人件費

は、副町長の不在期間に係る費用と再任用職員の年度中途の退職により不用額を減額するもので、

需用費は、役場庁舎空調設備の電化による減額。委託料は、町勢要覧作成委託の事業費の確定に

よる減額であります。備品購入費は、令和２年度４月の人事異動等を見越した庁用備品の購入で

ございます。 

 文書広報費は５３万１，０００円を減額しております。備品購入費として、広報用パソコン、

ハードディスク購入費の確定による減額でございます。 

 財政管理費は４８３万４，０００円の減額です。需用費は、役場庁舎及び山村開発センターに

係る使用量の減に伴います燃料費と電気料の減額など。委託料及び工事請負費は、役場庁舎空調

設備更新事業に係る事業費確定による減額です。 

 企画費は２，３８７万円の減額であります。賃金は、集落支援員の配置実績、報償費は、地域

おこし協力隊の受け入れ実績による減額。需用費及び委託料は、金持テラスひのに係る電気料と

イベント委託料、いずれも実績による減額であります。備品購入費は、町営バス購入に係る入札

減による減額。負担金、補助及び交付金は、西部広域行政管理組合負担金、コミュニティー助成

事業補助金、地域おこし協力隊補助金など実績による減額。繰出金は、土地開発基金の預金利息

がつかなかったことによります１，０００円の減額でございます。 
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 続いて、情報処理費は３１２万３，０００円の減額。需用費消耗品、行政システム電算処理委

託料、各種システム使用料及びノートパソコンなど備品購入費の事業費確定による減額でござい

ます。 

 財政調整基金は、日野町観光協会からの寄附金を財源とする観光事業基金積立金として３００

万円、ふるさと納税を財源といたします愛と元気の日野町ふるさと基金積立金として１５０万円、

公共施設等長寿命化基金積立金２，３６７万９，０００円など合計２，８３７万７，０００円を

計上いたしております。 

 防災諸費は、防災マップ作成委託料と防災行政無線デジタル化事業設計委託料の事業費確定に

より７５５万１，０００円の減額です。 

 次に、１９ページ、徴税費、税務総務費は、職員の育児休業に伴い人件費２４６万５，０００

円の減額です。 

 戸籍住民基本台帳費は、個人番号カード等作成委託料として４３万１，０００円を計上いたし

ております。 

 次に、１９ページから２０ページにかけて、総務費、選挙費であります。知事選挙費、参議院

議員選挙費、町議会議員選挙費、いずれも事業費の確定により人件費、報償費、需用費、負担金、

補助及び交付金など合計で６８１万２，０００円の減額といたしております。 

 次の民生費からは、健康福祉課長が説明をいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 民生費、社会福祉総務費は４２０万６，０００円の減額です。 

 職員手当等は、扶養手当の増額。 

 負担金、補助及び交付金は福祉人材確保型奨学金返還支援補助金の事業費確定に伴う減額です。 

 扶助費は、特別障害者手当の支給見込み額減による減額です。 

 貸付金は、介護福祉士養成奨学金の事業費確定に伴う減額です。 

 繰出金は、介護保険特別会計への繰出金の減額です。 

 老人福祉費は１０万円の増額です。これは扶助費として在宅介護家族者支援金の支給対象者増

に伴う増額です。 

 社会福祉施設費は、県補助金の減額による財源振替です。 

 国民年金事務費は２２万６，０００円の増額です。これは制度改正に伴うシステム改修業務委

託料の増額です。 

 次に、２１ページです。民生費、児童福祉費、児童福祉総務費は５３７万２，０００円の減額
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です。これは嘱託保育士が配置できなかったことに伴う嘱託員報酬等の減額及び休職をした職員

の給料等の減額です。 

 次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は１，００４万円を増額です。 

 給料及び共済費は、職員の育児休業に伴う減額です。 

 負担金、補助及び交付金は、日野病院負担金の特別交付税分の増加に伴う増額及び地域医療人

材確保補助金の減額です。 

 繰出金は、簡易水道特別会計繰出金の増額です。 

 環境衛生費は３０７万１，０００円の減額です。 

 三町衛生施設組合へのし尿処理分負担金の減額、合併処理浄化槽設置補助金の減額です。 

 続いて、２２ページ、清掃費、じんかい処理費は２０５万５，０００円の減額です。 

 三町衛生施設組合へのごみ処理負担分の負担金の減額です。 

 次の農林水産業費からは、産業振興課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 角井産業振興課長。 

○産業振興課長（角井  学君） 引き続き、２２ページから２３ページにかけてごらんください。 

 農林水産業費、農業費、農業委員会費は５万円の減額です。農業者年金友の会が解散したこと

による補助金の減額です。 

 農業総務費は３６３万円の減額です。人事異動による給料、職員手当の減額。農業集落排水事

業特別会計への繰出金は３０７万９，０００円の減額です。 

 次に、農業振興費は、８４２万５，０００円の減額です。共済費、賃金は、日野町農林振興公

社運営補助金の確定による減額。原材料費は、イノシシ等侵入防止柵設置事業費の確定による３

７５万２，０００円の減額。負担金、補助及び交付金は、担い手への農地集積推進事業の事業費

確定による２７３万２，０００円の減額です。 

 次に、農地費は６５９万５，０００円の減額です。地籍調査事業の確定に伴う共済費、賃金、

報償費、需用費、役務費、使用料の清算によるものです。 

 委託料は、しっかり守る農林基盤交付金事業、農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る測量

設計等委託料の減額です。 

 工事請負費は、農業水路等長寿命化・防災減災事業の事業費確定による増額。負担金、補助及

び交付金は、地籍調査事業等の減額による県推進協議会等負担金の減額、しっかり守る農林基盤

整備交付金事業費の確定による補助金の減額、補償、補填及び賠償金は、地籍調査事業実績によ

る減額です。 
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 ２３ページから２４ページにかけてごらんください。林業費、林業総務費は１万５，０００円

の減額です。森林経営管理意向調査業務、スマート林業推進事業費の確定による委託料、補助金

の減額です。 

 林業振興費は、１，８３９万円の減額です。町行造林事業の間伐面積の確定による委託料の減

額。林業再生事業は国の事業費の確定による測量設計委託料、工事請負費の減額。森林整備地域

活動支援事業は県補助金の確定による負担金、補助及び交付金の減額です。 

 次に、林業総合センター管理費は６６万円の減額です。林業総合センター屋根修繕工事の請負

減によるものです。 

 林道開設費は３７５万円の減額です。広域基幹林道宝仏山線開設事業負担金の皆減です。 

 次に、商工費、商工総務費は１，６３８万円の減額です。プレミアム付商品券事務事業事務補

助員賃金の皆減です。負担金、補助及び交付金は、事業費の確定により減額です。 

 観光費は１７６万２，０００円の減額です。これは観光案内看板作成委託料の請負減によるも

のです。 

 次の土木費からは、建設水道課長が説明します。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 次に、２５ページにかけて、土木費、土木管理費は２，６３９

万４，０００円の減額です。給料、共済費は、人事異動に伴う減額。負担金、補助及び交付金は、

根雨地区急傾斜地崩壊対策事業の事業費確定に伴う県への負担金の減額です。繰出金は、公共下

水道特別会計への繰出金の減額です。 

 道路橋梁費、道路維持費は、除雪機会運転手育成事業費補助金の確定により９７万２，０００

円の減額。橋梁維持費は、橋梁長寿命化計画策定業務等委託料の事業費確定による４５万１，０

００円の減額です。 

 住宅建設費は１４７万９，０００円の減額。これは若者向け住宅の測量設計委託料及び管理委

託料の事業費確定による減額です。 

 次の教育費からは、教育課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 砂流教育課長。 

○教育課長（砂流 誠吾君） 教育費、教育総務費、事務局費は１１０万円の減額です。これはス

クールソーシャルワーカーの勤務日数実績による賃金の減額によるものです。 

 小学校費、学校管理費は１２４万８，０００円の減額です。これは黒坂小学校図書館空調改修

工事費の入札減及び両小学校の教職員用パソコン等備品購入に係る入札減です。 
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 ２６ページをごらんください。教育振興費は９６万８，０００円の減額です。これは両小学校

のスキー教室中止に伴う休憩室等の使用料の減額及びパソコン教室用パソコン等備品購入に係る

入札減でございます。 

 中学校費、学校管理費は１５万１，０００円の減額です。これは職員室用ファイルサーバー等

備品購入に係る入札減です。 

 社会教育費、社会教育総務費は５０万円の減額です。これは根雨小放課後子ども教室において、

参加児童数の実態から教育活動サポーターの配置を原則３人に減らしたことによる報償金の減額

です。 

 次に、公債費は、平成２０年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しに伴い、元金・利子

ともに変更となったため、それぞれ増減を行うもので、合わせて１１万４，０００円の減額です。 

 次に、災害復旧費、林業用施設災害復旧費は２２７万１，０００円の減額です。 

 平成３０年災台風２４号により被災した町管理作業道２路線は、請負減等による工事請負費３

万６，０００円の減額。受益者管理作業道５路線は、工法変更及び請負減による負担金、補助及

び交付金２２３万５，０００円の減額です。 

 農業用施設災害復旧費は５９万６，０００円の減額です。７月豪雨災害により被災した農道１

路線を不施行とし工事請負費を減額するものです。 

 道路橋梁災害復旧費は４７５万３，０００円の減額です。 

 ７月豪雨災害により被災した町道等の修繕料の実績による減額。委託料は、町道三土支線道路

災害復旧工事等の測量設計委託料の請負減によるもの。工事請負費は、町道三土支線道路災害復

旧工事等の工法変更及び請負減による減額です。 

 以上が一般会計補正予算の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第６、議案第３号、令和元年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第３号、令和元年度日野町介護保険特別会

計補正予算（第４号）について御説明いたします。議案書をごらんいただきたいと存じます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１万７，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額を７億２，

６０５万４，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長から説明させますので、御審議いただきますよう、よろし
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くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 議案書３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書はごらんいた

だきたいと思います。 

 ４ページ、歳入でございます。国庫支出金、国庫補助金、地域支援事業交付金（包括的支援事

業・任意事業）は１９万９，０００円の減額です。これは認知症総合支援事業、生活支援体制整

備事業の事業費減に伴うものです。また、介護予防・日常生活支援総合事業は４万４，０００円

の増額です。これは総合事業の事業費増に伴うものです。 

 介護保険事業費補助金は２７万１，０００円の増額です。これは特定個人情報に関するシステ

ム改修によるものです。 

 次に、支払い基金、地域支援事業支援交付金は５万９，０００円の増額です。これは総合事業

の事業費増に伴うものです。 

 次に、県支出金、県補助金、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）は１０万円の

減額です。これは事業費の減に伴うものです。また、介護予防・日常生活支援総合事業は２万７，

０００円の増額です。これは事業費の増に伴うものです。 

 ５ページをごらんください。一般会計繰入金、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事

業）は９万９，０００円の減額です。これは事業費の減に伴うものです。また、介護予防・日常

生活支援総合事業は２万８，０００円の増額です。これは事業費の増に伴うものです。 

 その他一般会計繰入金は、事務費繰入金を４万８，０００円減額するものです。 

 続きまして、６ページ、歳出であります。総務費、総務管理費、一般管理費は１７万４，００

０円の増額です。特定個人情報に係るシステム改修費と国保連合会伝送用パソコン購入の入札減

を計上するものです。 

 連合会負担金は９万３，０００円の増額です。主治医意見書料の増加によるものです。 

 次に、介護認定審査会費は４万４，０００円の減額です。これは令和元年度介護認定審査会共

同設置負担金の確定によるものです。 

 地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費は２１万８，０００円の増額です。これ

は要支援の方に対する訪問・通所サービス負担金の増などによるものです。 

 次に、認知症総合支援事業費は１６万６，０００円の減額です。これは認知症対策に係る研修

経費の不用額を減額するものです。 

 生活支援体制整備事業費は３４万９，０００円の減額です。これは生活支援コーディネーター
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業務委託料の不用額を減額するものです。 

 ７ページをごらんください。次に、審査支払い手数料は４，０００円の増額です。これは総合

事業の利用増に伴い国保連合会審査支払い手数料を増額するものです。 

 基金積立金は５万３，０００円の増額です。これは地域支援事業の第１号保険料の減額分を介

護給付費準備基金に積み立てるものです。説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第７、議案第４号、令和元年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

４号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第４号、令和元年度日野町簡易水道特別会

計補正予算（第４号）につきまして御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと存じま

す。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１７０万３，０００円を減額し、予算総額を７，５９３万

８，０００円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じます。 

 詳細につきましては、建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程いただきました議案第４号、令和元年

度日野町簡易水道特別会計補正予算（第４号）を御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書はごらんください。 

 ４ページ、給与費明細書は、職員の異動に伴う給与及び職員手当の増減及び状況です。 

 続きまして、８ページ、歳入であります。給水料は１９１万８，０００円減額し、一般会計繰

入金は６５万５，０００円を増額するものです。諸収入、新規加入金は４４万円減額するもので

す。 

 続きまして、歳出であります。総務費、総務管理費は１１２万５，０００円の減額であります。

職員の異動による人件費の減額及び消費税納入額の確定による減額です。 

 一般管理費は５７万８，０００円の減額です。施設電気料の減額及び水質検査委託料、測量設

計委託料や漏水調査委託料などの減です。公債費は財源振替です。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第８、議案第５号、令和元年度日野町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について、提出者の説明を求めます。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第５号、令和元年度日野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただき

たいと存じます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ４，５１４万２，０００円を減額し、予算総額を２億３，

６０１万円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じます。 

 繰越明許費は、３ページ、第２表をごらんください。令和元年度から令和２年度に繰り越して

事業を行おうとするもので、公共下水道施設長寿命化事業１億３，１００万円であります。 

 これは現在、日本下水道事業団と協定を締結しておりますが、入札の一部が不調となり、設計

見直しを行い、再入札を実施することになったことにより不測の日数を要したため、年度内完成

が困難となったためでございます。また、ストックマネジメント基本計画策定が３月にずれ込ん

だため、マンホールポンプ更新工事を翌年度に繰り越すものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程いただきました議案第５号、令和元年

度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を御説明いたします。 

 ５ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書はごらんください。 

 続きまして、６ページ、歳入であります。分担金及び負担金、公共下水道負担金は５６万円の

増です。新規加入の増などによるものです。 

 使用料及び手数料、下水道使用料は８８万４，０００円の増です。使用料の実績見込みによる

ものです。国庫支出金、公共下水道費補助金は２，１５７万１，０００円の減額です。ストック

マネジメント基本計画策定業務の一部を来年度で実施するために減額するものです。 

 次に、繰入金、一般会計繰入金は２，４０３万４，０００円を減額するものです。 

 次に、諸収入、雑入は９８万１，０００円の減額。これは消費税還付金の減額によるもの及び

中央浄化センター機器更新に伴うスクラップ等の売却代金です。 

 続きまして、歳出であります。下水道費、総務費は４，３１４万２，０００円の減額、これは

ストックマネジメント基本計画策定の次年度への振りかえによる減額です。施設管理費は１００

万円の減額であります。工事請負費は、マンホールポンプの修繕工事の実績による減額です。 
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 公共下水道建設建設費は１００万円の減額であります。中央浄化センター機器更新に伴うスク

ラップ等の処分費が不要になったため手数料の減であります。 

 公債費、元金は、繰入金を一般財源に財源振替をするものです。以上であります。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第９、議案第６号、令和元年度日野町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第６号、令和元年度日野町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）につきまして御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたい

と存じます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１５０万円を減額し、予算総額を３，８６７万３，０００

円とするものでございます。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正をごらんいただきたいと存じます。 

 詳細につきましては、建設水道課長より説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程いただきました議案第６号、令和元年

度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を御説明いたします。 

 議案書の３ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書はごらんいただきたいと存じます。 

 続きまして、４ページ、歳入です。使用料及び手数料、農業集落排水使用料は１３７万９，０

００円の増です。使用料の実績見込みによるものです。繰入金、一般会計繰入金は３０７万９，

０００円を減額するものです。分担金及び負担金、農業集落排水事業分担金は２０万円の増です。

新規加入の増によるものです。 

 続きまして、歳出です。総務費、総務管理費は１５０万円の減額であります。工事請負費は、

マンホールポンプ修繕工事の実績による減額です。以上であります。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１０、議案第７号、権利の放棄について、提出者の説明を求めま

す。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第７号、権利の放棄について御説明申

し上げます。 

 これは、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定、議会の議決案件の該当事項により、議会
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の議決を求めるものでございます。 

 内容は、鳥取県日野郡日野町下榎１１８３番地、有限会社フレッシュひの代表取締役、石田哲

也を権利の相手方とする本町が出資している出資金３１口１５５万円の払い戻し請求権に関し、

その権利を放棄するものであります。 

 同社は、現在、清算未了ではありますが、実態として解散しており、清算手続をしても会社の

財産はなく、配当が見込めないため権利を放棄すべきものと考えます。 

 提案理由と概要につきましては、ごらんいただきたいと存じます。御審議いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１１、議案第８号、日野町印鑑条例の一部改正について、提出者

の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第８号、日野町印鑑条例の一部改正に

ついて御説明申し上げます。 

 これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴い、関係する条例に所要の改正を行うものであります。 

 詳細につきましては、住民課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 矢田貝住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（矢田貝慎一君） 議案第８号、日野町印鑑条例の一部を改正する条例に

ついて御説明申し上げます。議案書の２ページ、概要書をごらんいただきたいと思います。 

 背景及び趣旨につきましては、先ほど町長が説明いたしましたので、ごらんください。 

 次に、２、改正内容についてでございます。 

 登録資格について、現行では印鑑の登録を受けることができないものとされている成年被後見

人を意思能力を有しない者と改めるものであります。 

 これにより、成年被後見人から印鑑登録の申請を受けた場合において、法定代理人が同行して

おり、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは、意思能力を有する者として印鑑登録

の申請を受け付けることが可能となります。 

 その他の改正は、印鑑登録原票の記載事項から男女の別を削除するもの及び規程の整備であり

ます。 

 詳細につきましては、概要書、議案書をごらんいただきたいと思います。 
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 最後に、附則でございます。この改正後の日野町印鑑条例の施行日でございますが、公布の日

から施行することといたしております。説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１２、議案第９号、日野町交通安全指導員設置条例の廃止につい

て、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第９号、日野町交通安全指導員設置条例の

廃止について御説明申し上げます。 

 これは、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、交通安全指導員が特別職非常勤職員

でなくなることから条例を廃止するもので、廃止の施行期日を令和２年４月１日とするものでご

ざいます。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１３、議案第１０号、日野町監査委員条例の一部改正について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１０号、日野町監査委員条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 これは、地方自治法の一部改正に伴い、本条例が引用する同項の条項番号のずれを改めるなど

の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第１０号、日野町監査委員条例の一部改正について御説明をい

たします。 

 議案書の３ページ、新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。 

 第１条の「法及びこれに基づく政令に規定する」とあるところを「法令に特別の定めがある」

に改め、第４条の「定例監査」とあるところを「定期監査」というふうに文言を改めます。また、

定例監査の開催時期でございますけれども、「毎年６月から１０月までの間」としていたところを

「９月から２月までの間」というふうに改めます。 

 第６条では「法第２４３条の２」とあるところを「法第２４３条の２の２」に改めるもので、

改正の施行期日を令和２年４月１日とするものでございます。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１４、議案第１１号、日野町職員の服務の宣誓に関する条例の一
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部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１１号、日野町職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 これは、令和２年４月１日から会計年度任用職員制度を開始することに伴い、新たに会計年度

任用職員として採用になる職員の服務の宣誓方法について、任用形態がさまざまであることから、

実情に応じた方法で宣誓を行うことができるよう所要の改正を行うもので、改正の施行期日を令

和２年４月１日とするものでございます。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１５、議案第１２号、日野町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１２号、日野町職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正ついて、御説明申し上げます。 

 これは、令和２年４月１日から会計年度任用職員制度を開始することに伴い、会計年度任用職

員に育児休業等を適用するため所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第１２号、日野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて御説明をいたします。 

 議案書の２ページ、改正が必要な理由と概要をごらんをいただきたいと思います。 

 ２の主な改正内容についてでございます。この条例改正は、まず、育児休業が取得できる職員

の要件といたしまして、１つに、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が１年以上で

あること。２つに、子が１歳６カ月に達する日までに任期が満了する及び特定職に引き続き採用

されないことが明らかでないことなどを定め、育児休業できる期間を子が１歳に達する日までを

原則といたしまして、一定の要件を満たす場合には、１歳２カ月、１歳６カ月、または２歳に達

する日まで取得を可能とすることなどを定めております。 

 ①にありますように、配偶者が子の１歳誕生日の前日までの期間に育児休業をしている場合に

は、育児休業の開始の日から１歳２カ月に達するまでの最長１年間の期間。 

 ２つ目に、職員または配偶者が育児休業をしていて、職員が子の１歳誕生日以降も育児休業す
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ることが特に必要と認められる場合には、子が１歳誕生日から１歳６カ月（最長で２歳）に達す

る日までの期間を育児休業取得可能な期間とするものでございます。 

 このほか、会計年度任用職員が育児休業を取得するために所要の改正を行い、令和２年４月１

日から施行をするというものでございます。 

 改正の具体につきましては、３ページからの新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。

説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１６、議案第１３号、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１３号、日野町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 これは、令和元年人事院勧告に伴い、特別職の職員で常勤のものの期末手当の支給割合を６月

期及び１２月期それぞれ１００分の２．５月分、年間では１００分の５月分引き上げ、支給月数

を３．４月分とする改正を行い、その施行期日を令和２年４月１日とするものでございます。御

審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１７、議案第１４号、日野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１４号、日野町議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたい

と思います。 

 これは、令和元年人事院勧告に伴い、日野町議会議員の期末手当の支給割合を６月期及び１２

月期それぞれ１００分の２．５月分、年間では１００分の５月分引き上げ、支給月数を３．４月

分とする改正を行い、施行期日を令和２年４月１日とするものでございます。御審議いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１８、議案第１５号、日野町職員の給与に関する条例の一部改正

について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１５号、日野町職員の給与に関する

条例の一部改正について御説明いたします。 
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 これは、日野町職員の給与に関する条例の給料表に定める職務の級について見直し、改正する

ものでございます。 

 改正の内容は、議案書２ページにありますとおり、職務の級３級に掲げる「主任保健師」及び

「主任管理栄養士」を、それぞれ「保健副主幹」及び「管理栄養副主幹」に改める。職務の級３

級に新たに館長及び署長の職を加える。職務の級４級に新たに館長の職を加えるというものでご

ざいます。 

 また、施行期日を令和２年４月１日といたします。御審議いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（小谷 博徳君） これで休憩を入ります。午前中の分はこれで休憩に入りたいと思います。

午後は１時１５分に開会をいたします。休憩。 

午後０時００分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１時１５分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開をいたします。 

 日程第１９、議案第１６号、日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について、提出者の

説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１６号、日野町被災者住宅再建等支

援条例の一部改正について御説明いたします。 

 これは、国が災害救助法に基づく被災した住宅の応急修理の対象を拡大したことにより、鳥取

県被災者住宅再建等支援条例が改正されたことから、関係する条例に所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 詳細につきましては、総務課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第１６号、日野町被災者住宅再建等支援条例の一部改正につい

て御説明申し上げます。議案書の２ページ、改正が必要な理由と概要をごらんをいただきたいと

思います。 

 ２の改正内容についてでございます。 

 １つ目は、災害救助法に基づく応急修理を実施する場合に、国から支援を受けられる範囲が、
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これまでは大規模半壊・半壊のみであったところが、被害割合が１０％以上２０％未満の一部損

壊にまで拡充されたことに伴い、町が行う被災者住宅再建等支援金の交付について、一部損壊へ

の支援内容の見直し、改正を行うものでございます。この一部損壊に対する支援金の上限、３０

万円に変更はございませんけれども、国が応急修理のための支援金を交付する場合には、当該支

援金の額を控除した額を上限として交付することといたします。 

 ２つ目は、被災者住宅修繕促進支援金の交付額について、被害割合が１０％未満の場合には一

律に２万円以下としていたところでございますが、これを被害割合が５％未満の場合には２万円

以下、５％以上１０％未満の場合には５万円以下と改めるものでございます。 

 改正の施行期日は、公布の日からとするものでございます。 

 改正の具体につきましては、４ページからの新旧対照表をごらんをいただければと思います。

説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２０、議案第１７号、日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１７号、日野町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 これは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたこ

とに伴い、関係する本条例に所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、教育課長に説明をさせますので、御審議いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 砂流教育課長。 

○教育課長（砂流 誠吾君） 議案第１７号、日野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 議案書２ページ、概要書をごらんください。 

 全国では、平成３０年４月１日時点で、家庭的保育事業者等のうち連携施設の要件を全て満た

した事業者は約４６％にとどまっており、要件の緩和が必要であるというふうに判断をされ、基

準の一部が改正をされたところでございます。厚生労働省が定める家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準は、市町村が条例で基準を定める際の従うべき基準でありますので、省令に準

じて条例改正を行うものでございます。 

 その内容につきましては、２、改正内容にお示ししているものでございます。詳細は３ページ
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以降をごらんください。 

 本条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２１、議案第１８号、日野町介護保険条例の一部改正について、

提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第１８号、日野町介護保険条例の一部

改正について御説明いたします。 

 これは、消費税率の１０％への引き上げに伴い、低所得の介護被保険者に対する保険料の軽減

強化を行うため、関係条例に所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長より説明させますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 議案第１８号、日野町介護保険条例の一部改正について説明を

申し上げます。 

 議案書２ページ、条例の改正が必要な理由と概要をごらんください。 

 背景及び趣旨ですが、令和元年１０月からの消費税率１０％への引き上げに合わせて、低所得

者への介護保険料の軽減を行うものです。 

 令和元年度は軽減幅の半分、令和２年度で完全実施するものです。 

 改正内容は、軽減の完全実施となります令和２年度は、第１段階の保険料を年額３万３，５６

２円から２万６，８５０円に、第２段階の保険料を年額５万５，９３７円から４万４，７５０円

に、第３段階の保険料を年額６万４，８８７円から６万２，６５０円に変更するものです。 

 附則としまして、この条例は、令和２年４月１日から施行いたします。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２２、議案第１９号、日野町営住宅設置及び管理に関する条例等

の一部改正について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１９号、日野町営住宅設置及び管理に関

する条例等の一部改正について御説明いたします。 

 これは、令和２年４月１日に施行される民法の一部改正に伴い、日野町営住宅設置及び管理に

関する条例など関係する条例について所要の改正を行うものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしく
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お願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 議案第１９号、日野町営住宅設置及び管理に関する条例の一部

改正について御説明申し上げます。 

 議案書の２ページをごらんいただきたいと思います。 

 背景及び趣旨は、民法の一部改正に伴い、本町の関係する条例の所要の改正を行うものであり

ます。 

 改正内容は、民法の改正により保証人を求める場合には保証人が保証する限度額を定めなけれ

ば効力を生じないこととなったため保証する限度額を入居時の家賃の６カ月分に相当する額に定

めるもの。また保証人の確保が入居の支障とならないように入居の円滑化を図るために入居条件

である連帯保証人の人数を２人から１人に改めるとともに連帯保証人を要しない場合について規

則で別に定めるものです。通常の使用によって生じた経年劣化による原状回復費用については賃

借人の負担義務から除かれるため公営住宅法などにより規定されていない事項について負担の範

囲を定めるものです。 

 附則として、令和２年４月１日から施行するものです。 

 詳細は、議案書をごらんいただきたいと思います。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２３、議案第２０号、日野町過疎地域自立促進計画の変更につい

て、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第２０号、日野町過疎地域自立促進計

画の変更について御説明申し上げます。 

 これは、下水道ストックマネジメント基本計画策定事業、山村開発センター改修事業及びふる

さと教育推進事業の財源として過疎対策事業債を活用するため、本町の過疎地域自立促進計画に

この事業を盛り込む変更を行うものでございます。 

 詳細につきましては、企画政策課長に説明をさせますので、御審議いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 議案第２０号、日野町過疎地域自立促進計画の変更について御

説明いたします。 

 議案書の２ページ、事業概要書をごらんください。 
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 事業の内容としましては、下水道ストックマネジメント基本計画策定事業については、公共下

水道施設について、長期的な維持・修繕及び改築に関する基本計画の策定。山村開発センター改

修事業については、開発センターの空調設備の改修及び非常用発電設備の設置。ふるさと教育推

進事業については、ふるさと教育で実施する公設塾の運営に関連するものです。 

 これらの財源に過疎対策事業債を充当するために、過疎地域自立促進計画に追記するものです。 

 ３ページから６ページまでは、計画の変更点について、変更前後の対照表となっておりますの

で、ごらんください。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２４、議案第２１号、令和２年度日野町営土地改良事業経費の賦

課基準並びにその徴収時期及び方法について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２１号、令和２年度日野町営土地改良事

業経費の賦課基準並びにその徴収時期及び方法について御説明申し上げます。 

 これは、土地改良事業として実施する楢原地区水路改修事業、小河内地区水路改修事業及び本

郷地区水路改修事業に関し、受益者に対する事業費の賦課基準、その徴収時期と徴収方法につい

て定めるものでございます。 

 詳細につきましては、産業振興課長に説明させますので、御審議いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 角井産業振興課長。 

○産業振興課長（角井  学君） 議案第２１号、令和２年度日野町営土地改良事業経費の賦課基

準並びにその徴収時期及び方法について説明します。 

 事業名称は、国庫補助、農業用水路等長寿命化・防災減災事業によります、楢原地区水路改修

事業、施行場所は、日野町福長です。経費の賦課基準は、事業費の１５％相当額です。 

 次に、単県補助、しっかり守る農林基盤交付金事業によります、小河内地区水路改修事業、施

行場所は、日野町小河内。 

 本郷地区水路改修事業、施行場所は、日野町本郷です。経費の賦課基準は、事業費の２０％相

当額です。 

 それぞれ徴収時期は、令和３年３月３１日限り、徴収方法は、町税の徴収方法に準拠するもの

です。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第２５、議案第２２号、令和２年度日野町一般会計予算について、

提出者の説明を求めます。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました議案第２２号、令和２年度日野町一般会計

予算につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと存じます。 

 本年度の予算総額は、歳入歳出予算の総額を３５億９，９４５万１，０００円としたところで

あります。前年度当初予算に比較しますと、額にして４億１，０７７万９，０００円、率にして

１２．９％の増額でございます。 

 地方債は、７ページ、第７表にあるとおり、記載ごとに目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還方法を定めるもので、過疎対策事業債１億１，８５０万円、緊急防災・減災事業債３億９，

８３０万円、緊急自然災害防止対策事業債１億７，９６０万円、臨時財政対策債７，０００万円

の合計７億６，６４０万円であります。 

 １ページにお戻りいただきたいと思います。一時借入金の限度額を２億円と定めるとともに、

地方自治法第２２０条２項ただし書きの規定により、歳出予算において流用することができる場

合を、給料等人件費の各項の間の流用と定めております。 

 予算書２ページから６ページの第１表、歳入歳出予算はごらんいただきたいと存じます。 

 歳出の主なもの、その柱となるものは施政方針で長く述べてまいりましたので、ここでは新規

事業など、代表的な事業についてのみ紹介させていただきます。 

 冒頭、令和２年度の予算総額は昨年度に比べ４億１，０７７万９，０００円の増額であると申

し上げました。今年度は、久しく懸案でありました豪雨時の根雨地区雨水浸水被害の対策事業に

約１億８，０００円、防災行政無線のデジタル化で各戸に無線個別通信機を配付する事業に約３

億１，３００万円など、皆様の安心安全に寄与する防災・減災に係る大型事業を実施いたします。 

 集落での生活維持支援では、タクシー助成事業の対象年齢を７５歳から７０歳に引き下げると

ともに、バス路線のない地域の方には助成券発行枚数を倍にするなど、生活交通確保対策事業５

６０万７，０００円。 

 将来、ふるさとに貢献できる人材を育てることを目的とする公設塾の設置７２３万４，０００

円、高校生の通学費を助成する通学支援事業２０６万６，０００円ほか、３歳未満児の保育料無

償化など、新規事業で子育て・教育を応援します。 

 また、畜産の後継者づくり１，０８６万１，０００円や堆肥活用推進、農林振興公社の機能強

化などで農業振興を進め、商工会振興事業補助５８７万１，０００円、奥日野星空プロジェクト

やインバウンド観光推進事業、ＪＲ西日本「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」根雨駅停車の観

光活用などの新規・拡充事業９４万５，０００円など、商工・観光振興を進めます。 
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 都合山たたら跡ため池取得のための測量設計委託や近藤家住宅自動火災報知設備・消化器設置

費補助金、合計６６０万２，０００円は、文化財の保護として。 

 その他、町道下黒坂線道路改修工事５，２２４万５，０００円。ため池ハザードマップの作成

や楢原地区水路改修工事を行う農業水路等長寿命化・防災減災事業６５０万５，０００円などで

まちづくりを進めてまいります。 

 歳入の主なものは、町税３億２，４５０万１，０００円、地方交付税１６億６，４１４万円、

国庫支出金１億７，３１１万１，０００円、県支出金３億３，６６５万２，０００円、繰入金１

億２，２６３万９，０００円、町債７億６，６４０万円等をもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 議案第２２号、令和２年度日野町一般会計予算について、予算に関

する説明書から御説明をいたします。 

 ９ページから２０ページの歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する

調書、地方債に関する調書はごらんをいただきたいと思います。 

 歳入でございます。２１ページをごらんをいただきたいと思います。 

 町税、個人町民税は、給与所得の増を見込み８，７１６万１，０００円を計上。法人町民税は、

税率の引き下げによる減税を見込み１，１３８万５，０００円を計上しております。 

 次に、固定資産税１億９，６４５万円は、償却資産の大臣配分の減額を見込み、やや減額して

います。 

 国有資産等所在市町村交付金及び納付金は２８６万５，０００円を見込んでおります。償却資

産の増加によるものです。 

 軽自動車税は、環境性能割の半年間の軽減と、実績から見た機種別の増額見込みで合計１，２

２０万円を見込みます。 

 市町村たばこ税は、昨年度並みの１，４４４万円です。 

 続いて、２２ページ、地方譲与税であります。地方揮発油譲与税は８２０万１，０００円、自

動車重量譲与税２，２３５万６，０００円、森林環境譲与税２，４８９万６，０００円、利子割

交付金２６万３，０００円、配当割交付金１２０万１，０００円、株式等譲渡所得割交付金１２

０万３，０００円、法人事業税交付金１０３万６，０００円、地方消費税交付金６，９２７万６，

０００円、環境性能割交付金３２２万６，０００円につきましては、国及び県が示した見込み額
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を計上いたしております。 

 地方特例交付金１０８万円は、自動車税減収補填特例交付金の新設により増額となっておりま

す。 

 次に、地方交付税でございます。普通交付税を１４億６，４１４万円、特別交付税を２億円と、

いずれも前年とほぼ同額を見込み、合計で１６億６，４１４万円としております。 

 交通安全対策特別交付金は５０万円を計上いたしております。 

 続いて、２４ページ、分担金及び負担金、農林水産業費分担金１５５万円は、しっかり守る農

林基盤交付金事業分担金及び農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金です。 

 負担金、総務費負担金５１５万５，０００円は、公共施設ネットワーク管理費負担金及び鳥取

県派遣職員人件費負担金を計上しております。 

 民生費負担金は１万３，０００円、鳥取県後期高齢者医療広域連合への職員派遣が終了し、人

件費負担金などが減少しております。 

 教育費負担金３８万３，０００円は、小・中学校児童生徒災害共済負担金及び日野高校コーデ

ィネーター事業負担金を計上しております。 

 農林水産業費負担金は２３１万３，０００円。農業再生事業負担金でございます。 

 次に、使用料及び手数料でございます。総務使用料は２５９万５，０００円。町営バス運行使

用料等を掲げております。 

 民生費使用料７，０００円は、老人憩いの家使用料を計上しております。 

 ２５ページ、農業使用料は運動広場の、商工使用料は鵜の池管理棟の使用料です。 

 土木使用料１，３８１万６，０００円は、町道敷使用料、町営住宅使用料などを計上しており

ます。 

 教育使用料３６万７，０００円。文化センター、公民館、テニスコート使用料などでございま

す。 

 次に、２６ページ、総務手数料１８２万８，０００円を計上いたしております。これは各種証

明手数料や督促手数料、戸籍住民票等に係る手数料でございます。 

 民生手数料３０１万５，０００円は、介護予防ケアマネジメント事業の手数料。 

 衛生手数料５７１万１，０００円は、ごみ処理手数料、狂犬病予防事業の手数料等でございま

す。 

 土木手数料４万２，０００円は、屋外広告物手数料です。 

 続いて、２７ページにかけまして、国庫支出金、民生費負担金は１億１，２７８万１，０００
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円を計上いたしております。障害者支援費負担金、特別障害者手当等給付費負担金、児童手当負

担金、国民健康保険基盤安定費負担金、児童扶養手当給付費負担金、生活保護費負担金等でござ

います。 

 衛生費負担金１６万６，０００円は、養育医療費負担金です。 

 続いて、国庫補助金、総務費補助金１，２９３万８，０００円。電源立地地域対策交付金、地

方創生推進交付金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金などを計上しております。 

 民生費補助金４８６万９，０００円は、在宅障害者地域生活支援や、家計相談支援事業、おひ

さま広場等の子育て支援事業などに係る補助金を計上しております。 

 衛生費補助金６２万８，０００円は、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金、母子保健衛生費

補助金など。 

 土木費補助金３，５０４万６，０００円は、町道改良等に係る社会資本整備総合交付金であり

ます。 

 ２８ページにかけまして、教育費補助金１９万１，０００円は、小・中学校に係る特別支援教

育就学奨励費の補助金。 

 消防費補助金は、耐震性防火水槽設置に係る消防防災施設整備費補助金です。 

 次に、国庫委託金、総務費委託金は１５万２，０００円、中長期在留者住居地届出等事務費委

託金等を計上しております。 

 民生費委託金８５万４，０００円は、国民年金事務費委託金です。 

 次に、県支出金、県負担金、総務費負担金４０６万５，０００円、これは県民税取扱費の負担

金、民生費負担金５，４４６万３，０００円は、障害者支援費負担金、児童手当負担金、国民健

康保険基盤安定費負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金などを計上いたしております。 

 ２９ページ、衛生費負担金８万３，０００円は、養育医療費負担金です。 

 次に、県補助金、総務費補助金２，１８０万４，０００円であります。 

 総務管理費補助金は、権限移譲交付金、市町村創生交付金、ヘリコプター離発着場整備促進事

業費補助金等、バス生活路線運行対策費補助として、中山間地域路線維持支援補助金。企画費補

助金は、みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金、鳥取県移住定住推進交付金

を計上いたしております。 

 ３０ページにかけて、民生費補助金２，２９５万円は、老人福祉費補助金、特別医療費補助金、

隣保館運営費補助金や、児童福祉費に係る中山間地域市町村保育料無償化等モデル事業費補助金、

子ども・子育て支援交付金などを計上いたしております。 
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 衛生費補助金は１，０１６万５，０００円。鳥取県自治体病院補助金や合併処理浄化槽設置等

に係る補助金であります。 

 農林水産業費補助金は１億９，８７５万２，０００円。農業費補助金として、しっかり守る農

林基盤交付金、地籍調査事業費補助金、多面的機能支払交付金、農地を守る直接支払事業交付金

などを計上。林業費補助金として、町行造林事業費補助金、森林整備地域活動支援交付金、林業

再生事業費補助金等を計上いたしております。 

 次に、商工費補助金２５万円は、消費生活交付金。土木費補助金６９万３，０００円は、日野

郡除雪機械運転手育成補助金及び鳥取県急傾斜地崩壊対策事業費補助金であります。 

 教育費補助金は１，６８１万６，０００円を計上いたしております。スクールソーシャルワー

カー活用事業費補助金、特別支援学校児童生徒通学支援補助金、鳥取県学校・家庭・地域連携協

力推進事業費補助金、文化財保護費補助金等であります。 

 次に、県委託金、総務費委託金は３１８万８，０００円を計上。県政だより配布事務委託金、

統計調査費委託金、人口動態調査費委託金です。民生費委託金１２万１，０００円は、見舞金支

給委託金。 

 ３２ページ、土木費委託金２９２万３，０００円は、県道除雪応援委託金。 

 教育費委託金３７万９，０００円は、人権啓発活動費地方委託金です。 

 次に、財産収入、財産貸し付け収入であります。５７１万円。土地、建物、伝送路等の貸し付

け収入です。 

 利子及び配当金は２３３万４，０００円を計上しております。各種基金の利子や配当金でござ

います。 

 次に、３３ページ、財産収入、不動産売り払い収入は５５２万４，０００円。町有林の間伐材

売り払い収入を見込んでおります。 

 物品売り払い収入は今年度予定はございません。 

 寄附金、総務費寄附金は３５０万円。ふるさと納税寄附金。土木費寄附金は１８万７，０００

円。公共急傾斜地崩壊対策事業費寄附金です。 

 次に、繰入金、基金繰入金は、財政調整基金繰入金９，６４７万２，０００円。一般財源を賄

うため財政調整基金を取り崩し、繰り入れるものでございます。 

 観光振興基金繰入金３９２万９，０００円は、観光案内板作成費用などに充てるものでござい

ます。 

 愛と元気の日野町ふるさと基金繰入金４１８万１，０００円は、子育て支援策の一環といたし
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まして、保育所、小・中学校及び町図書館の図書購入費やナップランドの購入費用、町民ミュー

ジカル補助、ふるさと教育推進事業に充てるものでございます。 

 畜産振興事業基金繰入金は、同基金の一部を処分し、農業振興事業に活用するものとして４０

５万７，０００円。 

 ３４ページ、森林整備基金繰入金は、森林環境税関連事業などに充てるものとして５００万円

を計上しております。 

 町営バス購入等基金と次の公共施設等長寿命化基金繰入金は、今年度事業がなく廃目整理とい

たしております。 

 続いて、特別会計繰入金、介護保険特別会計繰入金は９００万円を計上しております。 

 次に、諸収入、町預金利子５万円。歳計一時預金の利子でございます。 

 貸付金元利収入、社会福祉貸付金元利収入１９０万円は、住宅新築資金等貸付金の元利収入。 

 災害援護資金貸付金元利収入３６万円は、同貸付金の元利収入です。 

 ３５ページにかけて、生活保護つなぎ資金元利収入は、新たな事業として３万円の計上でござ

います。 

 諸収入、雑入でございますが、２，２３７万７，０００円を計上しております。雇用保険自己

負担金、特別医療に係る高額医療費繰りかえ戻入金、社会福祉施設用地使用料、金持テラスひの

共益費、宝くじ収入を財源とするコミュニティー助成金、農地中間管理事業委託金などでありま

す。 

 次に、３６ページ中段の、町債、総務債は、５億１，２００万円を計上いたしております。臨

時財政対策債、タクシー助成のための生活交通確保対策事業債、移住定住・空き家対策事業債、

買い物福祉サービス事業債などのほかに、公共施設整備債として、防災行政無線のデジタル化事

業債、山村開発センター空調設備整備事業債及び非常用発電機設備整備事業債の大型事業に係る

借り入れを予定をいたしており、前年度に比べて大きく増加をいたしております。 

 ３７ページ、民生費は、３３０万円。地域包括ケア推進事業、家庭子育て支援事業債です。衛

生債４５０万円は、し尿処理施設整備に充当。 

 林業債は、６２０万円。広域基幹林道宝仏山線整備に係る町負担金分、間伐材搬出促進事業に

充当するものでございます。 

 土木債２億３０万円は、町道下黒坂線道路改良事業債と緊急自然災害防止対策事業債として根

雨地区浸水対策事業及び単県急傾斜地崩壊対策事業に充当するものです。こちらも懸案の大型事

業でございます。 
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 教育債３，０３０万円は、外国語指導助手配置、少人数学級対策、学校図書館司書配置事業な

どに充当するもの。 

 消防債９８０万円は、耐震性貯水槽整備事業に充当するものです。災害復旧債は、廃目整理と

いたします。 

 ３８ページ、自動車取得税交付金は、制度改正により廃款の整理となってございます。 

 歳入は以上で、続きまして、歳出について説明をいたします。３９ページをごらんをいただき

たいと思います。 

 まず、議会費６，３９５万４，０００円は、議員１０名分の報酬、一般職員１名、会計年度任

用職員１名分の人件費、議会運営に係る需用費、議事録調整に係る委託料等を計上いたしており

ます。 

 ４０ページから４２ページにかけて、総務費、総務管理費であります。 

 一般管理費は、１億９，３８６万７，０００円を計上しております。固定資産評価委員及び会

計年度任用職員の報酬、町長・副町長及び総務、企画、出納室の職員１４名分の給料及び職員手

当、共済組合負担金、福利厚生等の必要経費でございます。また、自治会長手当、町長、副町長、

職員の旅費、庁舎等の光熱費、公用車管理等に必要な経費、宿直、財務書類作成支援等に係る委

託料や、負担金等を計上するものでございます。 

 続いて、４３ページにかけて、文書広報費７４０万７，０００円。文書発送に係ります経費、

例規集、法令集に係るデータ更新やシステム使用料、広報ひの発行に係る費用、防災無線の維持

管理に係る費用額を計上いたしております。 

 財産管理費は１億２，２８４万９，０００円の計上です。登記事務に係る会計年度任用職員の

人件費、町公舎、公用車車庫、開発センター及び役場庁舎の維持管理に係る経費です。委託料は、

通常の各種点検や清掃委託に加え、役場庁舎・山村開発センターの非常用発電機設備整備に係る

設計委託料です。工事請負費は、非常用発電機設備整備工事及び役場３階議会フロア公衆無線Ｌ

ＡＮ整備工事に係る費用で、合わせて１億６６１万９，０００円を計上いたしております。 

 次の企画費からは、企画政策課長が説明をいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） ４４ページから４６ページをごらんください。 

 企画費は２億７，６５６万円を計上しております。 

 内容としましては、チャンネルひの番組制作等を行うための経費、移住定住を促進するための

経費、ふるさと住民票制度の運営に要する経費、集落支援に係る経費、たたらの里づくりを推進
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するための経費、金持テラスひのの管理に要する経費などを計上しています。 

 報酬は、移住定住推進員、集落支援員、男女共同参画推進委員会委員の報酬です。給料は、賑

いづくりコーディネーターに係るもの。職員手当等、共済費は、移住定住推進員、賑いづくりコ

ーディネーターに係るものです。 

 報償費は、地域おこし協力隊員の報償費、ふるさと納税の記念品などを計上しております。 

 旅費は、移住定住相談イベント、ふるさと住民票自治体ネットワーク会議、特定地域づくり事

業説明研修会に係るものなどを計上しています。 

 需用費は、町営バスの燃料費・修繕料等、ふるさと納税パンフレットの印刷製本費、金持テラ

スひのの印刷製本費・光熱水費、旧山陰合同銀行根雨支店の光熱水費などを計上しております。 

 役務費は、ふるさと住民票に係るふるさと定期便の送料、旧山陰合同銀行根雨支店の火災保険

料などを計上しております。 

 委託料は、買い物福祉サービス支援事業委託、町営バス管理運行業務委託、たたら関連案内表

示・リーフレット等作成委託、金持テラスひのの施設警備委託・清掃等の委託、チャンネルひの

番組制作委託などを計上しています。 

 使用料及び賃借料は、お試し住宅借り上げ料、空き家借り上げ・活用事業に係る空き家借り上

げ料等、金持テラスひのの土地借り上げ料などを計上しています。 

 工事請負費は、電源立地地域対策交付金事業に係る町公民館照明器具ＬＥＤ交換工事です。備

品購入費は、金持テラスひののパネルなどを計上しています。 

 負担金、補助及び交付金ですが、負担金といたしまして、西部広域行政管理組合負担金、日野

高校双葉寮管理者・調理員配置負担金及び運営費負担金、大山開山１３００年祭の遺産を引き継

ぐ大山圏域観光推進事業への負担金などを計上しています。 

 補助金としまして、地域おこし協力隊に係る補助金、生きいきひのふれあいまつり実行委員会

補助金、コミュニティー助成に係る補助金、集落支援に係る地域活動支援交付金、タクシー利用

助成などを初め、移住定住を促進するための住宅改修費、家財道具処分、通勤費などへの補助、

根雨駅特急列車利用促進として、ふるさと教育に参加する高校生に特急列車利用の料金補助を計

上しています。 

 公課費は、町営バスの自動車重量税。繰出金は、土地開発基金繰出金を計上しています。 

 続きまして、情報処理費は５，６０８万４，０００円を計上しています。需用費は、電柱移転

に伴う光ケーブルの支障移転やパソコン修繕など。役務費は、通信料や光ケーケーブルの保険料。

委託料は、各種業務システム電算処理委託料やセキュリティー保守委託料など。使用料及び賃借
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料は、各種システム借り上げ料やソフト使用料など。負担金、補助及び交付金は、システム共同

運用負担金等です。 

 交通安全対策費は８５万７，０００円を計上しています。交通安全指導員の報償費や、その活

動に要する経費などを計上しています。 

 ４６ページから４７ページにかけて、財政調整基金費は３，７１３万２，０００円を計上して

います。森林環境譲与税の増額に伴い、森林整備基金積立金が増加したため１，９７２万６，０

００円の増額です。その他財政調整基金、減債基金、愛と元気の日野町ふるさと基金積立金など

を計上いたしております。諸費は３２万円を計上しております。町表彰、金婚祝い事業に係る記

念品代、防犯協議会等に係る負担金などの経費を計上しています。 

 続きまして、防災諸費であります。３億２，１９０万６，０００円を計上しております。防災

行政無線デジタル化事業により、前年度比２億３，５６９万３，０００円の大幅な増加となって

います。デジタル化に係る経費予算としましては、委託料、設計監理委託業務７５０万円、工事

請負費３億５６９万円を計上しています。そのほかには、危機管理監に係る人件費、需用費は備

蓄用物品など、負担金は県防災無線に係る負担金を計上し、補助金ではＬＥＤ防犯灯補助、除雪

機械購入補助金など従来の補助に加え、新規事業として土砂災害特別警戒区域内住宅建替等事業

費補助金を設けました。 

 次の税務総務費からは、住民課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 矢田貝住民課長。 

○住民課長兼会計管理者（矢田貝慎一君） 引き続き、４８ページ中段をごらんください。総務費、

徴税費、税務総務費、４，０２６万４，０００円を計上しております。給料、職員手当等、共済

費につきましては、税務関係職員６名の人件費でございます。 

 ４９ページに移りまして、需用費といたしまして、追録代金などの消耗品費、封筒などの印刷

製本費、負担金、補助及び交付金といたしまして、軽自動車税申告書取扱負担金などであります。 

 続いて、賦課徴税費５５１万円を計上しております。需用費は公用車の燃料代、役務費といた

しまして、口座振替手数料、軽自動車任意保険料、委託料は評価がえシステム委託料及び字原図

修正委託料、使用料及び賃借料は地方税電子申告システム利用料、共通納税システム利用料など

であります。負担金、補助及び交付金は、地方税共同機構負担金、補償、補填及び賠償金は固定

資産税過年度補填金、償還金、利子及び割引料は法人税などの還付金であります。 

 次に、戸籍住民基本台帳費１，６２５万円を計上いたしております。給料、職員手当等、共済

費については、戸籍・住民関係職員２名の人件費。 
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 ５０ページに移りまして、需用費は証明書用紙などの消耗品費、戸籍等届け出書類などの印刷

製本費、役務費は証明手数料に係る小為替購入手数料、委託料は新規として、戸籍事務へのマイ

ナンバー制度導入に対応するためのシステム改修委託料、備品購入費は外国人の窓口対応、翻訳

機、負担金、補助及び交付金は個人番号カード等作成負担金であります。 

 続いて、選挙費、選挙管理委員会費は、１０万６，０００円を計上いたしております。選挙管

理委員会の委員報酬と消耗品費、選挙啓発費１万８，０００円は、明るい選挙推進協議会委員参

加報償金と連合会負担金。 

 ５１ページに移りまして、県議会議員選挙費、参議院議員選挙費、町議会議員選挙費は、廃目

整理であります。 

 次に、統計調査総務費３００万８，０００円は、国勢調査を初め、各種統計調査の実施に伴う

調査員の報酬、職員手当等、需用費、役務費、使用料及び賃借料を計上しております。 

 次に、５２ページ上段にかけまして、監査委員費は、７７万３，０００円であります。監査委

員２名分の報酬や旅費、負担金などを計上しております。 

 続いて、民生費からは健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 民生費、社会福祉総務費は、３億３，４７３万５，０００円を

計上しております。給料、職員手当等、共済費は福祉関係職員１２名分の人件費を計上していま

す。報償費は地域福祉計画推進委員、障害福祉計画策定委員等に対する報償金です。需用費は、

生活困窮自立支援事業など、諸事業に係る消耗品費、燃料費、印刷製本費です。役務費は、諸事

業に係る電話料や郵券料の通信運搬費、障害者支援事業における審査支払い手数料などです。 

 続いて５３ページ、委託料は電算処理委託料のほか、介護予防プラン作成、障害者支援事業、

地域包括ケアシステム構築事業などの委託料です。備品購入費は迷い猫対策ガーデンバリアの購

入費用です。 

 負担金、補助及び交付金は、各種事業団体への負担金、そして社会福祉協議会補助金、人材確

保補助金、民生児童委員協議会補助金などです。扶助費は障害支援に関する生活扶助、医療扶助、

住宅扶助のほか、特別障害者手当や障害福祉サービス費等です。貸付金は介護福祉士養成奨学金

です。繰出金は国民健康保険特別会計、介護保険特別会計への繰出金です。老人福祉費は、１億

９１万５，０００円を計上しています。報償費は老人ホーム措置入所判定委員会の委員報償金及

び敬老事業の記念品代です。需用費は敬老事業のメッセージカードの用紙代です。使用料及び賃

借料は老人保健施設おしどり荘等の用地に係る土地借り上げ料です。負担金、補助及び交付金は、
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後期高齢者医療広域連合負担金のほか、特別養護老人ホームあいご建設借入金利子補助金、老人

クラブ活動補助金、災害時の支え愛マップ事業補助金、そして百歳体操の奨励交付金です。 

 ５４ページです。扶助費は養護老人ホームの措置入所に係る扶助費、在宅介護、家族者支援金

等です。繰出金は後期高齢者医療保険特別会計への繰出金です。特別医療費助成事業費は、２，

２８９万７，０００円を計上しています。需用費は受給者証の用紙代、役務費は国保連合会への

審査支払い手数料、扶助費は障害のある方や、小児、ひとり親家庭などへの医療費の助成です。

社会福祉施設費は、１，４４５万７，０００円を計上しています。隣保館運営審議会委員報酬、

会計年度任用職員の給料、職員手当及び共済費、研修会の参加報償金、地域交流、啓発促進事業

等に係る講師謝礼、旅費は県外で行われる研修会等の参加旅費、隣保館、老人憩いの家、公用車

の維持管理に係る消耗品、修繕料等の需用費、電話料などの役務費、消防用設備の点検委託料、

公用車の借り上げ料など、負担金、補助金及び交付金は県隣保館連絡協議会ほか、関係団体への

負担金、補助金は研修会などの参加旅費補助金です。地域改善対策費は２４万４，０００円を計

上しています。これは使用料及び賃借料として公用車の軽自動車リース料です。国民年金事務費

は、１６万７，０００円を計上しています。これは需用費として、事務用消耗品です。 

 ５６ページから５７ページにかけまして、児童福祉費、児童福祉総務費は、１億６５２万２，

０００円を計上しています。歯科健康診断に係る報酬、会計年度任用職員に係る報酬、給料、職

員手当等、共済費及び旅費、報償費は研修会講師謝礼等の報償金です。需用費は、保育所等運営

に係る消耗品費と修繕料です。役務費は電話料、各種手数料等、委託料は点検委託料等、使用料

及び賃借料は病児・病後児保育室の使用料及びベビーセンスの借り上げ料、備品購入費は、保育

所児童図書、ノートパソコン等の購入費、負担金、補助金及び交付金は児童の災害共済負担金等、

扶助費は子育て支援金です。 

 児童保護費は、１，０５５万６，０００円を計上しています。報償費は卒園記念品、需用費は

教材費に係る消耗品費、施設の維持管理に係る燃料費等、給食の賄い材料費です。役務費はピア

ノの調律と遊具の点検手数料です。児童措置費は２，５３８万６，０００円を計上しています。

需用費は事務用品代、扶助費は児童手当です。 

 ５８ページになります。母子福祉費は１，４８１万５，０００円を計上しています。委託料は

児童扶養手当システムの電算処理委託料です。扶助費は母子家庭小・中学校入学支度金、児童扶

養手当の支給、助産施設・母子生活支援施設入所措置費です。生活保護費、生活保護総務費は３

１４万６，０００円を計上しています。報酬は嘱託医の報酬です。旅費は研修旅費及び嘱託医の

費用弁償です。需用費は、福祉事務所運営のための消耗品費等の費用です。役務費は預金調査や



－50－ 

診療報酬審査支払いの手数料及び公用車の任意保険料です。委託料は生活保護システム電算処理

委託料及び嘱託医の派遣委託料です。負担金、補助及び交付金は就労支援員共同設置等の負担金

です。扶助費は被保護者に夏に支給する見舞金です。貸付金は生活保護つなぎ資金です。 

 ５９ページ、生活保護扶助費は、３，６４６万８，０００円を計上しています。扶助費は生活

扶助、住宅扶助、医療扶助などです。衛生費、保健衛生総務費は３億７，５２７万１，０００円

を計上しています。給料、職員手当等、共済費は保健衛生に係る３名の職員の人件費です。旅費

及び需用費は保健師の研修に係る費用です。負担金、補助及び交付金は日野病院組合への構成町

負担金、日野病院建設時の借入金利子補助金、地域医療の人材確保のための補助金です。繰出金

は簡易水道特別会計への繰出金です。予防費は１，４１８万４，０００円を計上しています。報

償費は予防接種健康被害調査委員会委員報償金、乳幼児健診などに係る医師等への謝礼です。需

用費及び役務費は、予防接種、検診に係る諸費用です。 

 ６０ページ、委託料は電算処理委託料ほか妊婦・乳幼児健診委託料、予防接種医療機関委託料

などです。使用料及び賃借料は医師送迎に係るタクシー借り上げ料です。負担金、補助及び交付

金は不妊治療費の一部助成、インフルエンザ、風疹等の予防接種負担金です。扶助費は未熟児療

育医療に係る医療扶助です。保健事業費は１，０６６万５，０００円を計上しています。会計年

度任用職員管理栄養士の経費として、報酬、職員手当等、共済費を計上しています。報償費はが

ん検診や健康教室などに係る助産師、歯科衛生士等への謝礼です。旅費は食育サポーター及び会

計年度任用職員の費用弁償です。需用費は熱中症対策室温度計など諸事業に係る消耗品費、印刷

製本費用、そして公用車に係る燃料費、修繕料です。 

 ６１ページ、役務費は事業に必要な郵券代、クリーニング代、公用車任意保険料等です。委託

料は健康管理システム電算処理委託料及びがん検診、人間ドック等について保健事業団や医療機

関への委託料です。環境衛生費は２，８１３万９，０００円を計上しています。し尿処理分の三

町衛生施設組合負担金、合併浄化槽設置普及促進協議会負担金、補助金は合併浄化槽設置補助金

２基分を計上しています。清掃費、じんかい処理費は６，９７１万円を計上しています。報償費

はごみ袋、シールの取り扱い報償金、需用費は収集カレンダーの用紙代及び印刷製本費、役務費

は不法投棄ごみの処理費、委託料は一般廃棄物収集運搬業務等、その他委託、負担金、補助及び

交付金はごみ処理分の三町衛生施設組合への負担金です。 

 次の農林水産業費からは、産業振興課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 角井産業振興課長。 

○産業振興課長（角井  学君） 引き続き、６２ページ、農林水産業費、農業委員会費より説明
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させていただきます。農業委員会費は３６９万円です。報酬及び旅費は農業委員会委員及び農地

利用最適化推進委員に係るもの。需用費は用紙等の消耗品、役務費は郵券代、委託料は議事録作

成委託料、負担金及び交付金は鳥取県農業会議等への負担金を計上しています。 

 続いて、農業総務費は７，５１８万６，０００円です。給料、職員手当等、共済費は農業関係

職員の人件費です。報償費は日野川源流米コンテスト出品奨励金、需用費は消耗品及び軽自動車

の修繕料、役務費は軽自動車任意保険料です。 

 ６３ページに移りまして、委託料は農地の地図情報等のシステム管理委託、負担金、補助及び

交付金は農業関係団体への負担金、繰出金は農業集落排水事業特別会計への繰出金です。 

 続いて、農業振興費は、１億２，２２１万６，０００円です。報酬は農地中間管理事業、町農

業再生協議会の職員の人件費、給料は日野郡鳥獣被害対策協議会の職員人件費、職員手当等、共

済費はこれらの職員に係るもの。報償費は、金持テラスひのの特産品販売の職員や農地利用最適

化協力員の報償金、鳥獣被害対策に係るイノシシや鹿などの捕獲に対する奨励金です。旅費は町

農業再生協議会職員等に係る通勤手当、需用費は中山間地域等直接支払い、多面的機能支払い、

農地中間管理事業等に係る消耗品費、公用車の燃料費です。役務費は中山間地域等直接支払い事

業等に係る郵券代や農産物加工施設の建物火災保険料、委託料はイノシシなどの鳥獣駆除等の委

託費。 

 ６４ページに移りまして、原材料費は日野高校６次産業化に係るものや、イノシシ侵入防止柵

の営繕材料費を計上しています。負担金、補助及び交付金の負担金は日野郡鳥獣被害対策協議会

への負担金などであり、補助金は地域プランに基づく町農林振興公社への補助や畜産堆肥の活用

推進、中古農業機械の購入に係る補助のほか、販売野菜等種苗費補助、ソバ種子や海藻肥料普及

への補助、共生の里推進事業に係る補助金などであります。交付金は中山間地域等直接支払い、

環境保全型農業直接支払い、多面的機能支払い交付金や農地集積支援交付金などです。 

 続いて、畜産業費は、１，０８６万１，０００円です。報償費は地域おこし協力隊に係る報償

金、畜産共進会出品等に係る奨励金、負担金、補助及び交付金は畜産推進機構への負担金と畜産

農家への和牛増頭補助などです。繰出金は畜産振興基金の利子を計上しております。 

 続いて、農地費は８，２４０万６，０００円です。報酬、職員手当等、共済費は、地籍調査事

業に係る人件費、報償費は地籍調査地区委員の手当、旅費は地籍調査事業の職員旅費、需用費は

地籍調査事業に係るくい等の消耗品、燃料費、印刷製本費と農道の修繕料を計上しております。 

 ６５ページに移りまして、役務費は地籍調査に係る電話料金等を、委託料は地籍調査事業の調

査、測量委託料等、しっかり守る農林基盤交付金事業、農業水路等長寿命化・防災・減債事業の
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水路改修に係る測量設計委託料、使用料及び賃借料は地籍調査に伴う調査拠点、施設使用料、軽

トラのリース料、工事請負費は本郷地区、小河内地区及び楢原地区の水路改修工事費を計上して

います。原材料費は、農道修繕に必要な材料費を、負担金、補助及び交付金は各種団体への負担

金としっかり守る農林基盤交付金事業の水路改修等補助金を、補償、補填及び賠償金は地籍調査

事業に伴う物件移転補償金を計上しています。 

 続いて、農林業地域改善対策事業費は５万９，０００円です。役務費は下榎共同畜舎など３施

設の建物火災保険料です。 

 続いて、農村地域農業構造改善事業費は３万４，０００円です。これは、町運動広場の維持管

理に伴う経費であり、需用費はトイレと休憩所の電気料、役務費はトイレのくみ取り料、建物の

火災保険料を計上しています。 

 続いて、山村振興費、１，６２５万５，０００円は日野町交流センターリバーサイドひのに係

る運営管理経費です。需用費は一般修繕料等を。 

 ６６ページに移りまして、役務費は建物の火災保険料、委託料は指定管理料、使用料及び賃借

料は布団リース料を計上しています。工事請負費は和室１室を洋室化、個室化するための改修工

事費を、備品購入費は洋室化に伴うベッドやマットレスの購入経費などを計上しています。 

 続いて、林業総務費は１９１万１，０００円です。報償費は野鳥巣箱コンクール入賞者の記念

品代を、需用費は書籍購入費や林道３路線の修繕費、委託料は林地台帳更新事務委託、使用料及

び賃借料は森林クラウドシステム使用料、負担金、補助及び交付金は治山林道協会などへの負担

金です。 

 続いて、林業振興費は８，３５３万２，０００円です。報償費はシイタケ生産を行う地域おこ

し協力隊員１名の報償金、委託料は津地大谷山の町有林伐採、搬出のほか、金持朝刈１号線作業

道や津地大谷２号線作業道の拡幅工事等に係る委託料、さらには森林経営管理意向調査や集積計

画作成などに係る委託料です。 

 ６７ページに移りまして、工事請負費は森林作業道の工事費、負担金、補助及び交付金は林業

労働者福祉向上推進に係る負担金、補助金は森林組合への林業機械整備補助を初め、間伐促進の

ための持ち出し支援補助、シイタケ生産振興事業の地域おこし協力隊受け入れ団体への補助金な

どを計上しております。交付金は森林経営計画作成促進のための森林整備地域活動支援です。 

 次の林業総合センター管理費２万９，０００円は林業総合センターの火災保険料です。次の林

道開設費３７５万円は広域基幹林道宝仏山線の改良工事に係る県への負担金です。 

 次に、商工費、商工総務費は６３８万３，０００円です。需用費は消費者行政に係る啓発用消
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耗品や広報の印刷製本費です。委託料は消費生活相談の業務委託料、負担金、補助及び交付金は

経営支援や地域の消費喚起事業、さらには観光振興事業などに取り組む日野町商工会への補助金、

あるいは創業や商品の魅力アップに取り組む事業者への補助金などです。 

 続いて、観光費は１，２１３万９，０００円です。給料、職員手当等、共済費は観光担当職員

に要する経費。 

 ６８ページに移りまして、報償費は宝仏山の維持管理のほか、オシドリ保護活動、根雨駅に停

車する「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」の乗客へのおもてなしなどの経費です。旅費は星空

観望会に係る講師の費用弁償、需用費は滝山公園や鵜の池公園などの維持管理に要する消耗品費

や光熱水費、修繕料のほか、英語版の観光パンフレットの作成、「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀

河」の歓迎用横断幕、星空観望会の開催などに要する経費を計上しています。役務費は滝山公園

の公衆便所のくみ取り料や、金持観光物産館の火災保険料などを、委託料は鵜の池公園等の管理

委託料のほか、観光案内看板の作成委託料、滝山公園の下刈りやツツジの植栽を行う事業委託料

などです。使用料及び賃借料は金持観光物産館の借地料などを計上しています。工事請負費は鵜

の池公園の現在使用されていないトイレの解体撤去工事費などを計上しています。備品購入費は

「ＷＥＳＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 銀河」に係る根雨駅での特産品販売に必要なワゴンなどの備品費、

負担金、補助及び交付金は日野郡広域交流促進協議会、大山山麓・日野川流域観光推進協議会な

どへの負担金を計上しています。 

 ６９ページからの土木費からは、建設水道課長が説明いたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 次に、６９ページから７０ページ、土木費、土木総務費は２億

７，４３６万２，０００円です。報酬、給料、職員手当、共済費、旅費は土木関係職員、会計年

度任用職員分を計上しています。需用費はコミュニティーセンターなどの施設管理に伴います消

耗品、燃料費、光熱水費、修繕料、役務費は浄化槽法定点検手数料、コミュニティーセンター保

険料、委託料は浄化槽の保守点検、公園施設管理等委託料、根雨地区雨水排水対策事業に係る測

量設計委託料です。工事請負費は同事業に係る排水路工事費、公有財産購入費は、同事業に係る

用地買収費です。備品購入費は乗用草刈り機の購入を計上しています。負担金、補助及び交付金

は根雨地区急傾斜地崩壊対策事業、土木関係団体への負担金、自治会が所有する地域交流の拠点

となる施設のバリアフリー化を行う改修工事への補助金、補償、補填及び賠償金は雨水排水事業

に係る上水道、下水道移転補償金です。繰出金は公共下水道事業特別会計への繰出金です。 

 次に、７０ページから７１ページ、道路橋梁総務費は２０４万７，０００円です。報償費は自
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治会での町道草刈りボランティアに対する謝礼、需用費は消耗品、燃料費、光熱水費は道路証明

施設の電気料金、修繕料は公用車の修繕料です。役務費は公用車の保険料を計上しています。使

用料及び賃借料は土木設計積算システムの借り上げ料を計上しています。公課費は公用車の車検

に係る重量税です。 

 次に、７１ページから７２ページ、道路維持費、９，６４６万７，０００円です。報酬、職員

手当、共済費、旅費は道路の維持管理等を行うための作業員４名分を予定します。需用費は除雪

車両と道路維持管理に伴います消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料を計上しています。役務費は

除雪車両の任意保険、委託料は除雪作業、除雪機械運転委託、使用料及び賃借料は除雪車両の借

り上げ料です。工事請負費は町道下黒坂線道路修繕工事、町道濁谷滝山線道路修繕工事を計上し

ています。原材料費は町道補修用資材の購入、備品購入費は測量用レベルの購入を計上していま

す。負担金、補助及び交付金は除雪機械運転手育成支援補助金、補償、補填及び賠償金は町道下

黒坂線道路修繕工事に係る下水道移転補償金です。公課費は除雪車両の車検に伴います重量税で

す。次に、橋梁維持費８５０万円です。委託料の検査委託料は、町道橋の点検委託料です。次に、

道路新設改良費は廃目整理です。 

 次に、７２ページから７３ページ、土木費、住宅管理費１７２万６，０００円です。需用費、

役務費は維持管理に必要な経費を計上、委託料は町営住宅に係る浄化槽、機器等の保守点検委託

です。次に、住宅建設費は、廃目整理としております。 

 ７３ページをごらんください。続きまして、消防費、非常備消防費２，８０５万９，０００円

です。報酬、旅費は消防団員の報酬、委員報酬及び費用弁償、需用費は消防車両と施設維持の消

耗品、燃料費、食料費、光熱水費、修繕料を計上しております。役務費は消防車両、施設の保険

料及び移動系無線点検手数料、委託料は耐震性貯水槽の測量設計委託料、使用料及び賃借料はメ

ール配信システムの使用料、テレビ受信料、工事請負費は耐震性貯水槽に係る工事請負費、負担

金、補助及び交付金の負担金は消防団員共済掛金及び大会負担金、電波利用料、公課費は消防車

両重量税です。 

 教育費からは、教育課長が説明します。 

○議長（小谷 博徳君） 砂流教育課長。 

○教育課長（砂流 誠吾君） 続いて、教育費、教育総務費、教育委員会費は１３９万５，０００

円、教育委員の報酬、研修大会参加旅費、鳥取県市町村教育委員会研究協議会等の負担金でござ

います。事務局費は８，２３８万１，０００円、学校医の報酬、教育長、一般職、会計年度任用

職員の給料、職員手当等、共済費です。報償費は学校運営協議会委員、ＣＳディレクター、研修
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講師、公設英語教室講師等の謝金、記念品として入学児童ナップランド費用等でございます。旅

費は教育長の研修会に係るもの、指導主事の研修旅費等でございます。需用費、役務費は保小中

一貫教育の推進に係る消耗品費や公用車の維持管理に係る費用です。委託料は印刷機の保守点検、

外国語指導助手及びＩＣＴ支援員業務の委託料、学校施設長寿命化計画策定に係る劣化状況調査

委託料及び教育委員会関係の町営バス運行委託料です。使用料はデジタル教材利用料です。 

 ７６ページ、借り上げ料はバス等の借り上げ料、小学校のタブレットのリース料など、負担金、

補助金及び交付金は就学支援協議会等への負担金、補助金は日野郡小・中学校ＰＴＡ連合会への

補助金です。小学校費、学校管理費は３，３０１万５，０００円を小学校２校の維持管理に係る

経費として計上しております。歯科医及び薬剤師の報酬、会計年度任用職員の報酬、職員手当等、

共済費です。旅費は会計年度任用職員と学校歯科医の費用弁償、需用費は事務、施設維持に係る

経費です。役務費は教職員、児童の検診等の手数料、学校の火災保険料等です。委託料は消防設

備の点検委託料、受電設備、清掃管理委託料、警備委託料及び根雨小体育館スロープ設置工事に

係る設計監理委託料を計上しております。使用料及び賃借料は黒坂小学校の土地借り上げ料等で

す。工事請負費は根雨小体育館スロープ設置工事、原材料費は、運動場の真砂土の購入費です。

備品購入費は児童用図書購入費用、負担金、補助金及び交付金は複式学級解消に伴う負担金と児

童災害共済負担金等です。教育振興費は７９９万４，０００円、報償費は卒業記念品、講師謝金

などです。需用費は教師用指導書等指導に係る消耗品費、ＩＴ機器や教材備品の修繕料、役務費

は郵券代、委託料はパソコン保守サービス委託料、使用料はスキー教室に係る経費です。 

 ７８ページ、補助金は児童の通学費補助金、修学旅行補助金等、扶助費は特別支援教育就学奨

励費補助金と要・準要保護児童就学援助費です。中学校費、学校管理費は１，２２２万４，００

０円を中学校の維持管理に係る経費として計上しております。歯科医及び薬剤師の報酬、会計年

度任用職員の報酬、職員手当等、共済費及び旅費です。需用費は学校事務、施設維持に係る経費

で、役務費は生徒、職員の検診手数料、学校の火災保険料など、委託料は消防・受電設備等の点

検管理委託料等を計上しております。使用料及び賃借料はテレビ受信料、原材料費は真砂土の購

入費、備品購入費は生徒用図書購入費用、負担金、補助金及び交付金は郡中学校会町村負担金等

です。教育振興費は７１７万１，０００円、報償費は講師謝金、卒業記念品等、需用費は指導や

部活に係る消耗品費及びＩＴ機器、教材備品等の修繕料、役務費は職場体験学習活動の傷害保険

料、委託料はパソコン保守サービス及び芸術鑑賞教室公演委託料、備品購入費はロイター踏み切

り板、体操マットなど教材用備品の購入、負担金、補助及び交付金は生徒の通学費、修学旅行費、

体育大会等選手派遣費等への補助金です。 
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 ８０ページ、扶助費は特別支援教育就学奨励費補助金と要・準要保護生徒就学援助費です。社

会教育費、社会教育総務費は４，１８６万２，０００円を計上しています。社会教育委員に係る

報酬、給料、職員手当等、共済費は一般職及び会計年度任用職員の人件費です。報償費は放課後

等子ども教室、地域学校共同活動、日野高校魅力向上等各種事業に係る報償金、謝礼、記念品等

です。旅費は地域学校協働活動推進事業に係る研修旅費及び日野高校魅力向上事業等に係る費用

弁償です。需用費は各種事業に係る消耗品費、燃料費、印刷製本費及び修繕料、役務費は菅福食

文化伝承館の火災保険料等です。委託料は菅福食文化伝承館の消防設備等点検委託料、使用料及

び賃借料は町史編さんに係る写真編集ソフト使用料及び軽自動車リース料等、負担金、補助及び

交付金はふるさと教育推進等に係る負担金及び高校生通学費助成、高校生等奨学金等に係る補助

金です。 

 次に、公民館費は１，５２９万円、公民館運営審議会委員に係る報酬、給料、職員手当等、共

済費は会計年度任用職員の人件費です。 

 ８２ページ、報償費は講師謝礼、家庭の日事業等の記念品、需用費は公民館運営及び事業実施

に係る消耗品費等、役務費は火災保険等、委託料は点検委託、時間外使用時の管理委託料等の管

理委託、清掃委託等の費用です。使用料及び賃借料は公民館の借地料等、負担金、補助金及び交

付金は鳥取県公民館連合会への負担金及び日野町青少年育成会への補助金です。 

 続いて、文化財保護費は７５８万４，０００円、文化財保護審議会及び文化財保存活用地域計

画策定検討委員の報酬、都合山たたら跡ため池部分購入協議に係る旅費、歴史民俗資料館の維持

管理に係る電気代等の需用費、火災保険料等の役務費、委託料は消防用設備点検、警備、資料館

管理及び都合山たたら跡ため池部分分筆測量業務委託費を計上しています。使用料及び賃借料は

資料館駐車場用地の借り上げ料、負担金、補助及び交付金は派遣学芸員町負担金等及び近藤家住

宅自動火災報知設備、消化器設備費への補助金でございます。 

 続いて、文化センター費は２，０３３万４，０００円を計上しています。文化センター運営委

員に係る報酬、給料、職員手当等、共済費は会計年度任用職員の人件費です。 

 ８４ページ、報償費は吹奏楽等ワークショップ等の謝礼、需用費は文化センター運営、事業実

施に係る消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料等です。役務費は火災保険料等、委託料は音響、

照明設備、エレベーター設備の点検委託料であります。使用料及び賃借料はコピー機の借り上げ

料等、工事請負費は２階女子トイレ改修工事費用、負担金、補助金及び交付金は町民ミュージカ

ル、アートスタート事業に係る補助金であります。図書館費は１，５４０万６，０００円、会計

年度任用職員の報酬、給料、職員手当等及び共済費、報償費は読書推進フォーラム講師謝礼及び
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読者キャンペーン等の記念品、需用費は新聞、雑誌等の消耗品、公用車に係る燃料費、読書通帳

作成に係る印刷製本費等、役務費は通信運搬費と保険料、委託料は図書システムに係る保守点検

委託料、使用料及び賃借料は図書館情報システムに係る借り上げ料、備品購入費は図書の購入、

負担金、補助及び交付金は全国図書館協会等の負担金、公課費は公用車の重量税です。 

 ８６ページをごらんください。保健体育費、学校給食費は２，１２３万４，０００円、給食セ

ンター運営と給食配送車維持管理に係る経費として、需用費は光熱水費等、役務費は衛生管理に

係る手数料等、委託料は点検委託料及び調理配送業務等の委託、使用料及び賃借料は複合機の借

り上げ料等、負担金、補助及び交付金は保存食に係る学校給食会負担金と児童生徒米飯代負担金、

公課金は給食配送車の重量税です。体育総務費は４２３万６，０００円、報償費はスポーツ推進

委員の報償金、各スポーツ教室の講師謝礼、町駅伝参加記念品、町民体育祭参加奨励金、需用費

は各種大会、教室に係る消耗品費、各体育施設の光熱水費、役務費はスポーツ少年団登録に係る

手数料及びスポーツ安全保険等保険料、委託料は菅福社会体育館の浄化槽管理清掃委託料等、負

担金、補助及び交付金はオリンピック聖火リレー実施に係る警備費用等の負担金及び鵜の池マラ

ソン大会実行委員会補助金、町体育協会補助金、社会体育関係大会等派遣費補助金です。同和教

育費、社会同和教育費は、３６４万２，０００円、人権センター審議委員に係る報酬、会計年度

任用職員の給料、職員手当等及び共済費です。需用費は人権の花運動実施に係る消耗品費及び人

権啓発講演会に係る印刷製本費です。 

 ８８ページ、委託料は人権啓発講演会の講師派遣委託、負担金、補助及び交付金は鳥取県人権

文化センター等への負担金、町人権同和教育推進協議会補助金です。次に、公債費、元金は１億

６，７８３万７，０００円です。当該年度の元金償還金、利子は８０９万２，０００円。約定償

還金利子と一時借入金利子であります。予備費は５００万円を計上しております。災害復旧費は

本年度計上いたしております。 

 以上が、令和２年度一般会計予算の提案説明でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ここで休憩を入れます。再開は３時。休憩します。 

午後２時５２分休憩 

─────────────────────────────── 

午後３時００分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開をいたします。 

 日程第２６、議案第２３号、令和２年度日野町国民健康保険特別会計予算について、提出者の

説明を求めます。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました、議案第２３号、令和２年度日野町国民健

康保険特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。 

 議案書をごらんいただきたいと思います。本年度の予算総額は、４億１，５８５万２，０００

円としたところでございます。前年度当初予算と比較いたしますと、額にして６，５３８万９，

０００円、率にして１８．７％の増額となっております。令和元年度、保険給付費が増加してお

ります。悪性新生物ほか高額医療入院が増加しており、この増加を考慮したものでございます。

また、一時借入金の限度額を３，０００万円と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項た

だし書きの規定により、歳出予算において流用することができる場合を、保険給付費の各項の間

の流用と定めております。 

 続いて、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算はごらんいただきたいと思います。 

 歳出といたしましては、過去の実績、直近の医療費動向等を勘案し、保険給付費３億２，６５

６万１，０００円、国民健康保険事業費納付金、７，６７０万４，０００円、保健事業費７４８

万８，０００円などを計上しております。その財源といたしましては、国民健康保険税５，１８

９万７，０００円、県支出金３億３，１０１万６，０００円、繰入金３，２７８万円などをもっ

て充てるものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 議案第２３号、令和２年度日野町国民健康保険特別会計予算に

ついて御説明いたします。予算に関する説明書は５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ペー

ジから９ページまでが給与費明細書ですので、ごらんいただきたいと思います。 

 １０ページ、歳入です。国民健康保険税、一般被保険者、国民健康保険税は被保険者数を６５

２名と見込み、５，１８８万５，０００円を計上しています。節別の金額はごらんいただきたい

と思います。退職被保険者等国民健康保険税は、退職者医療の経過措置が令和元年度で終了した

ため、現年度分は該当者がありませんが、滞納繰り越し分として１万２，０００円を計上してお

ります。以上、節別の金額はごらんをいただきたいと思います。次が、使用料及び手数料、督促

手数料は２万円の計上です。 

 続いて、１１ページ、国庫支出金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金は廃目整理と

いたします。県支出金、保険給付費等交付金は、３億３，１０１万６，０００円の計上、財産収
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入、利子及び配当金は基金利子として１３万６，０００円の計上、繰入金、一般会計繰入金は２，

６３９万１，０００円の計上、保険基盤安定繰入金と出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事

業繰入金、事務費繰入金です。 

 続いて、１２ページをごらんください。繰入金、基金繰入金は財政調整基金繰入金として６３

８万９，０００円、諸収入、雑入は雇用保険自己負担金を３，０００円計上しています。 

 １３ページからは歳出です。総務費、一般管理費は４０７万３，０００円の計上です。会計年

度任用職員レセプト点検員に係る経費として、報酬、職員手当等、共済費、旅費を計上していま

す。需用費は広報用品や事務用品の消耗品費、封筒等の印刷代、役務費は保険証の郵送代や電算

共同処理手数料など、委託料は業務システムの電算処理委託料などです。連合会負担金は５３万

６，０００円の計上です。運営協議会費は５万４，０００円の計上です。これは運営協議会の委

員報酬です。 

 続いて、１４ページです。保険給付費、一般被保険者療養給付費は２億８，１３８万円の計上

です。前年度に対し、６，５３８万円の増額です。退職被保険者等療養給付費は１２万３，００

０円、一般被保険者療養費は１４５万９，０００円、退職被保険者等療養費は１，０００円、審

査支払い手数料は７６万６，０００円の計上です。 

 続いて、保険給付費、高額療養費ですが、一般被保険者高額療養費は、４，１７３万８，００

０円、退職被保険者等高額療養費は１，０００円、一般被保険者高額介護合算療養費は５万円の

計上です。 

 続いて、１５ページになります。退職被保険者等高額介護合算療養費は１，０００円を計上し

ています。移送費は一般被保険者移送費を１，０００円計上しています。次の退職被保険者移送

費は廃目整理とします。 

 次の出産育児一時金は２件分として８４万円の計上です。支払い手数料は１，０００円、国保

連合会への支払い手数料です。 

 １６ページをごらんください。葬祭費は２０万円の計上です。１件当たり２万円を世帯主に支

給するものであります。国民健康保険事業費納付金は３０年度からの制度改正で設けられた県の

国民健康保険会計への納付金であります。医療給付費分は一般被保険者医療給付費分が５，０７

９万５，０００円、退職被保険者等医療給付費分が４，０００円の計上です。 

 続いて、後期高齢者支援金等分は、一般被保険者後期高齢者支援金等分が２，０７０万８，０

００円、退職被保険者等後期高齢者支援金等分が２，０００円の計上です。 

 続いて、１７ページ、介護納付金分は一般被保険者介護納付金分として５１９万５，０００円
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の計上です。 

 次に、保健事業費、特定健康診査等事業費は６０８万円の計上です。これは、特定健康診査を

実施する費用です。報償費は外部保健師への謝礼、需用費及び役務費は事務に要する消耗品費及

び郵券料、委託料は健診実施委託料及び特定健診データ分析、受診勧奨業務の委託料です。交付

金は特定健診受診者に対する商工会商品券発行事務委託料です。 

 次に、保健事業費、保健衛生普及費は１４０万８，０００円の計上です。役務費は医療費通知

等の郵券代、通知作成手数料、委託料は人間ドック、脳ドックの検診委託料です。今年度は新規

事業として、おてごろ健診やスマホでドックに取り組みます。 

 続いて、１８ページをごらんください。基金積立金、財政調整基金積立金は、基金の利息積み

立てとして１３万６，０００円の計上です。公債費、利子は、一時借入金利子として１０万円の

計上です。諸支出金、一般被保険者保険税還付金は２０万円の計上です。これは資格喪失による

過年度還付金です。 

 予算についての説明は以上ですが、この予算は令和元年度本算定税率をもとにしたものです。

令和２年度の税率につきましては、令和元年度の医療費実績や最新の所得データを用いて、日野

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の意見を伺って見直しを行う可能性のあるものです。

以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 次は、日程第２７、議案第２４号、令和２年度日野町介護保険特別会計

予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました、議案第２４号、令和２年度日野町介護保

険特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと存じます。 

 予算総額は、６億６，７６０万１，０００円としたところでございます。前年度と比較します

と、２，９４５万４，０００円、率にして４．２％の減額でございます。また、一時借入金の限

度額を３，０００万円と定めるとともに、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、

歳出予算において流用することができる場合を保険給付費の各項の間の流用と定めております。 

 次に、２ページから３ページの第１表、歳入歳出予算はごらんいただきたいと存じます。 

 歳出の主なものといたしましては、保険給付費６億２，８８８万４，０００円、地域支援事業

費、３，２５３万４，０００円などを計上いたしております。その財源といたしましては、介護

保険料、１億１，４５５万８，０００円、国庫支出金、１億７，９４７万７，０００円ほか、支

払い基金交付金、県支出金、繰入金などをもって充てるものでございます。 
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 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 議案第２４号、令和２年度日野町介護保険特別会計予算につい

て説明いたします。予算に関する説明書は５ページが歳入歳出予算事項別明細書、６ページから

８ページまでが給与別明細書ですので、ごらんいただきたいと思います。 

 ９ページ、歳入ですが、保険料、第１号被保険者保険料は１億１，４５５万８，０００円の計

上です。現年度特別徴収保険料を１，４２７人、１億９９０万９，０００円、現年度普通徴収保

険料を６１人、４６４万９，０００円と見込んでいます。使用料及び手数料、督促手数料は５，

０００円の計上です。国庫支出金、介護給付費負担金は、１億１，０５３万円の計上です。国庫

支出金、調整交付金は５，７７１万４，０００円、地域支援事業交付金、包括的支援事業、任意

事業は７２８万２，０００円、同じく介護予防、日常生活支援総合事業は３９５万１，０００円

の計上です。 

 次に、１０ページ、支払い基金交付金、介護給付費交付金は、１億６，９７９万６，０００円、

地域支援事業支援交付金は３６５万７，０００円の計上です。 

 次に、県支出金、介護給付費負担金は、９，３８５万３，０００円の計上です。県支出金、地

域支援事業交付金、包括的支援事業、任意事業は、３６４万１，０００円、同じく介護予防、日

常生活支援総合事業は、１６９万３，０００円の計上です。財産収入、利子及び配当金は、介護

給付費準備基金利子２万３，０００円の計上です。繰入金、一般会計繰入金は、介護給付費繰入

金が７，８６１万円、続いて、１１ページ、地域支援事業繰入金、包括的支援事業、任意事業は

３６４万２，０００円、同じく介護予防、日常生活支援総合事業は１６９万４，０００円、その

他一般会計繰入金は、事務費繰入金として３８８万９，０００円、低所得者保険料軽減負担金繰

入金は９４５万６，０００円の計上です。繰入金、介護給付費準備基金繰入金は３５５万２，０

００円の計上です。諸収入、雑入は雇用保険自己負担金等５万５，０００円の計上です。 

 次に、１２ページからは、歳出です。総務費、一般管理費は７６万７，０００円の計上です。

内容は、事務に必要な消耗品費、手数料、業務システム、電算処理委託料、使用料です。連合会

負担金は、１５２万１，０００円の計上で、役務費は介護給付費共同処理手数料、委託料は介護

認定に係る主治医意見書料です。 

 続いて、賦課徴収費は２万２，０００円の計上で、封筒の印刷費、口座振替の手数料です。介

護認定審査会費は１４４万６，０００円で、審査会共同設置負担金です。認定調査費は３万８，
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０００円の計上です。県外の認定調査に係る主治医意見書料、訪問調査委託料です。 

 続いて、１３ページから保険給付費、介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費は１億８，

１８７万８，０００円、施設介護サービス給付費は２億９，３２６万１，０００円、居宅介護福

祉用具購入費は４９万３，０００円、居宅介護住宅改修費は１３５万５，０００円、居宅介護サ

ービス計画給付費は２，３４９万５，０００円、地域密着型介護サービス給付費は５，３９３万

１，０００円を計上しています。次に、審査支払い手数料は７５万３，０００円の計上で国保連

合会の審査支払い手数料です。 

 １４ページ、高額介護サービスは、１，４０４万２，０００円の計上です。高額医療合算介護

サービス費は、１５０万１，０００円の計上です。特定入所者介護サービス費は２，３２４万９，

０００円の計上です。介護予防サービス給付費は２，６１５万５，０００円の計上です。 

 １５ページになります。介護予防福祉用具購入費は５５万４，０００円、介護予防住宅改修費

は１９７万円、介護予防サービス計画給付費は３１３万円、地域密着型介護予防サービス給付費

は３１１万７，０００円の計上です。 

 続いて、地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費です。介護予防・生活支援サー

ビス事業費は、９２３万２，０００円の計上です。これは要支援被保険者の訪問介護、通所サー

ビスの使用負担金及びライフサポート支援事業の補助金です。介護予防ケアマネジメント事業費

は、１１０万６，０００円の計上です。介護予防ケアマネジメント事業に係る経費として、需用

費は事務用品代、公用車の燃料費、役務費は研修受講料、委託料は総合事業に係るケアマネジメ

ント業務委託料、１６ページですが、使用料及び賃借料は、業務用パソコンシステムのリース料

です。 

 次に、一般介護予防事業費は、３２１万６，０００円の計上です。報酬、職員手当等、共済費、

旅費は会計年度任用職員、介護認定調査員の経費です。報償費は、ぽかぽか教室の講師謝金、需

用費は百歳体操のバンド、おもり代など、燃料費は公用車燃料費です。委託料はリハビリ職員派

遣委託料、備品購入費は運動教室用のマイクの購入費です。 

 続いて、包括的支援事業費、包括的支援事業・任意事業費です。継続的ケアマネジメント支援

事業費は、５５７万５，０００円の計上です。報償費は地域包括支援センター運営協議会委員報

償金、１７ページに入りまして需用費は、事務消耗品費、公用車の燃料費や車検経費、役務費は

公用車の自賠責、任意保険料、公課費は公用車の重量税、繰出金は担当職員の人件費分を一般会

計へ繰り出すものです。任意事業費は１６８万３，０００円の計上です。報償費は成年後見人報

償金、役務費は事業に係る郵券料や手数料、委託料は介護家族会事業委託料です。認知症総合支
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援事業費は、４０９万５，０００円の計上です。報酬、職員手当等、共済費、旅費は会計年度任

用職員、認知症地域支援推進員の経費です。報償費はわすれんぼカフェ等への講師謝礼、需用費

は事業に必要な消耗品費、燃料費、１８ページに入りまして、委託料は認知症サポーター育成講

座等の委託料、使用料及び賃借料は研修用映画の借り上げ料、繰出金は担当職員の人件費分を一

般会計へ繰り出すものです。 

 次に、生活支援体制整備事業費は６２８万５，０００円の計上です。給料、職員手当等、共済

費、旅費は会計年度任用職員・地域支え合い支援員に関する経費です。需用費は公用車燃料費、

委託料は生活支援コーディネーター業務委託料、繰出金は担当職員の人件費を一般会計へ繰り出

すものです。在宅医療・介護連携推進事業費は１３０万円の計上です。これは担当職員の人件費

分を一般会計へ繰り出すものです。 

 １９ページ、審査支払い手数料は４万２，０００円の計上です。国保連合会への総合事業給付

費審査支払い手数料です。公債費、利子は一時借入金の利子１０万円の計上です。財政安定化基

金償還金は平成２９年度に県から借り入れた基金償還金２１６万６，０００円の計上です。諸支

出金、第１号被保険者保険料還付金は、保険料の過年度還付金で１０万円の計上です。基金積立

金は介護給付費準備基金の利息を基金に積み立てるもので、２万３，０００円の計上です。説明

は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 次に、日程第２８、議案第２５号、令和２年度日野町後期高齢者医療保

険特別会計予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました、議案第２５号、令和２年度日野町後期高齢者

医療保険特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと思い

ます。 

 予算総額は５，５９７万８，０００円といたしております。前年度当初予算に比べて、１５９

万５，０００円、率にして２．９％の増額でございます。これは広域連合納付金の増額によるも

のであります。 

 次に、２ページ、第１表、歳入歳出予算をごらんいただきたいと思います。歳出の主なものと

いたしましては、広域連合納付金５，３７９万４，０００円など計上しております。その財源と

いたしましては、後期高齢者医療保険料３，６５８万４，０００円ほか、繰入金、諸収入をもっ

て充てるものでございます。 

 詳細につきましては、健康福祉課長に説明させますので、御審議いただきますようよろしくお
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願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 伊田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊田 喜浩君） 議案第２５号、令和２年度日野町後期高齢者医療保険特別会計

予算について説明します。議案書の３ページ、歳入歳出予算事項別明細書はごらんいただきたい

と思います。 

 ４ページ、歳入であります。後期高齢者医療保険料、特別徴収保険料は２，７８０万４，００

０円、普通徴収保険料は８７８万円を計上しております。なお、令和２年度は保険料率改定の年

ですが、据え置きとなっております。使用料及び手数料、督促手数料は２，０００円の計上です。

繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金は１１９万６，０００円、保険基盤安定繰入金は低所得

者保険料軽減に係る繰入金として１，７２１万円を計上しています。諸収入、保険料還付金は１

０万円の計上です。健康診査等受託料は８８万６，０００円の計上です。 

 次に、５ページ、歳出です。総務費、一般管理費は２０８万４，０００円を計上しています。

需用費は事務用品や封筒の印刷費等、役務費は受診券、保険証の郵送料や保険料の口座振替手数

料、委託料は業務システム電算委託料や保健事業団等への健康診査委託料を計上しています。後

期高齢者医療広域連合納付金は、５，３７９万４，０００円の計上、負担金として保険料徴収分

及び保険料軽減の保険基盤安定分を広域連合に納付します。諸支出金、保険料還付金は１０万円

の計上です。説明は以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） 日程２９、議案第２６号、令和２年度日野町簡易水道特別会計予算につ

いて、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました、議案第２６号、令和２年度日野町簡易水

道特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと思います。 

 予算総額を７，８５２万８，０００円としております。前年度に対し６６４万１，０００円、

率にして９．２％の増となっております。地方債は３ページ、第２表にあるとおり、公営企業会

計適用債の限度額を４０万円とするものでございます。また、一時借入金の限度額を３，０００

万円と定めるものでございます。 

 次に、２ページ、第１表、歳入歳出予算をごらんいただきたいと思います。歳出の主なものと

いたしましては、施設の維持管理に係る費用金額等として、３，７４７万３，０００円、公債費

４，１０５万５，０００円などを計上しておりますが、新年度は根雨地区雨水対策事業に伴う水

道管移設工事を予定しております。歳入は水道料４，６３３万２，０００円、繰入金１，８４７
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万４，０００円などをもって充てるものであります。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程されました、議案第２６号、令和２年

度日野町簡易水道特別会計予算を御説明いたします。予算に関する説明書といたしまして、５ペ

ージに歳入歳出予算事項別明細書、６ページから１２ページまで給与費明細書、１３ページは地

方債の現在高の見込みに関する調書です。ごらんください。 

 続きまして、１４ページをごらんください。２の歳入、水道料、給水料は４，６３３万２，０

００円です。これは根雨地区簡易水道ほか１０地区の給水料、滞納繰り越し分であります。 

 次の使用料及び手数料、検査手数料４，０００円は、工事完成検査の手数料を計上しています。 

 続きまして、工費収入８，０００円であります。これは新設工事１件と修繕工事１件の費用を

計上しています。次に、繰入金、一般会計繰入金、１，８４７万４，０００円であります。これ

は歳出の財源に充てるため、一般会計から繰り入れをするものです。諸収入、雑入１，３３１万

円は、新規加入金、雨水排水対策事業に係る水道管移転補償費を見込んでおります。 

 １５ページをごらんください。町債、公営企業債４０万円、公営企業会計導入による法適用支

援業務の経費に充てるものです。 

 １６ページ、３の歳出、総務費、総務管理費、１，１６４万円です。給料、職員手当等、共済

費は担当職員１名分を計上しています。需用費は水道用窓あき封筒等の印刷製本費、役務費は施

設の異常通報電話回線使用料、検針手数料、口座振替手数料、火災保険料、委託料は水道料金賦

課徴収に伴います電算処理委託料、公営企業会計導入による法適用支援業務委託料を計上してい

ます。使用料及び賃借料は水道施設の借地料及び電柱の共架料、負担金、補助及び交付金は水道

関係団体への負担金を計上しています。 

 １７ページをごらんください。総務費、一般管理費、２，５８３万３，０００円です。報償費

は施設営繕に伴うもの、需用費は水道施設１１カ所の維持管理に伴う消毒薬、電気料、配水管、

量水器修繕等の修繕料を計上しています。役務費は検査手数料、委託料は水質検査委託料、測量

設計委託料は雨水排水対策事業に伴う水道管移設工事設計委託料です。工事請負費は量水器交換、

雨水排水対策事業に伴う水道管移設工事です。原材料費は水道管継ぎ手等を計上しています。 

 次に、公債費元金は、３，３６４万６，０００円、利子は７４０万９，０００円、町債の償還

利子と一時借入金利子です。説明は以上です。 
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○議長（小谷 博徳君） 日程第３０、議案第２７号、令和２年度日野町公共下水道事業特別会計

予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました、議案第２７号、令和２年度日野町公共下水道

事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと存じます。 

 予算総額を１億４，２０９万３，０００円とするもので、前年度に対し、４，１７０万３，０

００円、率にして２２．７％の減となっております。地方債は３ページ、第２表にあるとおり、

公営企業会計適用債の限度額を２０万円、過疎対策事業債の限度額を２，１４０万円とするもの

であります。また、一時借入金の限度額を３，０００万円と定めるものでございます。 

 次に、２ページ、第１表、歳入歳出予算はごらんいただきたいと思います。 

 歳出の主なものといたしましては、根雨地区雨水対策事業に伴う下水管移設工事設計委託及び

下水管移設工事を予定しており、加えてストックマネジメント基本計画策定に係る費用を計上し

ております。歳入の主なものといたしましては、下水道使用料、国庫支出金、繰入金、町債など

をもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明させますので、御審議いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それでは、ただいま上程いただきました、議案第２７号、令和

２年度日野町公共下水道事業特別会計を御説明いたします。予算に関する説明書といたしまして、

５ページに歳入歳出予算事項別明細書、６ページから１２ページまで給与費明細書、１３ページ

は地方債の現在高の見込みに関する調書です。ごらんください。 

 １４ページをごらんください。２の歳入です。分担金及び負担金、公共下水道負担金、１２万

１，０００円です。これは下水道新規及び既加入負担金を計上しています。次に、使用料及び手

数料、公共下水道使用料、３，１０３万１，０００円です。これは公共下水道使用料金を計上し

ています。 

 続いて、国庫支出金、公共下水道費補助金、２，１４６万６，０００円です。これは公共下水

道ストックマネジメント基本計画策定補助金です。次の繰入金、一般会計繰入金、５，０９０万

２，０００円です。これは歳出の財源に充てるため、一般会計から繰り入れるものです。次の町

債、公営企業債２０万円は、公営企業会計導入による法適用支援業務の経費に充てるものです。

一般会計債は２，１４０万円は、公共下水道ストックマネジメント基本計画策定業務の経費に充
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てるものです。 

 １５ページ、諸収入、雑入は１，６９７万３，０００円で、雨水排水対策事業に係る移転補償

費です。 

 １６ページ、３の歳出、下水道費、総務費、５，２６９万７，０００円です。給料は下水道関

係職員１人分の６カ月分、職員手当、共済費は１２カ月分を計上しております。需用費は図書等

の消耗品、役務費は納付書の郵券代、料金の振り込み手数料です。次の委託料は、下水道料金賦

課徴収に伴う電算処理委託料、下水道施設の最適化のためのストックマネジメント基本計画策定

委託料、使用料及び賃借料はＪＲ用地の借地料、負担金、補助及び交付金は関係団体への負担金

です。 

 次に、施設管理費、４，１０６万６，０００円です。需用費は終末処理場、中継ポンプ等の施

設維持管理に伴う消耗品、電気料、水道料、修繕料を計上しております。 

 １７ページをごらんください。次の役務費は異常通報システム電話回線使用料、浄化センター、

マンホールポンプの災害保険料等、委託料は浄化センターなどの施設の維持管理、汚泥収集運搬

に伴う管理委託料、測量設計等委託料は雨水排水対策事業に伴う下水道管移設工事設定委託料で

す。その他の委託料は浄化センター電気安全保安業務委託料です。工事請負費は雨水排水対策事

業及び町道下黒坂線道路修繕に伴う下水道管移設工事を計上しています。次の公共下水道建設費

３３万円です。中央浄化センター長寿命化工事実施に伴う国庫返還金を計上しています。次の公

債費、元金、４，０１３万２，０００円、利子、７８６万８，０００円は、町債の償還金と一時

借入金利子です。説明は以上であります。 

○議長（小谷 博徳君） 日程第３１、議案第２８号、令和２年度日野町農業集落排水事業特別会

計予算について、提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程いただきました、議案第２８号、令和２年度日野町農業集

落排水事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。議案書をごらんいただきたいと存じ

ます。 

 予算総額を４，０６３万円としております。前年度に対し１３９万円、率にして３．５％の増

額となっております。地方債は３ページ、第２表にあるとおり、公営企業会計適用債の限度額を

２０万円とするものであります。また、一時借入金の限度額を２，０００万円と定めるものでご

ざいます。 

 次に、２ページ、第１表、歳入歳出予算をごらんいただきたいと存じます。 
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 歳出の主なものといたしましては、施設の維持管理に係ります管理費、１，５５１万９，００

０円、記載の償還金など公債費、２，５１１万１，０００円を計上いたしております。その財源

といたしましては、使用料、繰入金及び町債をもって充てるものでございます。 

 詳細につきましては、建設水道課長から説明をさせますので、御審議いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） それではただいま上程いただきました、議案第２８号、令和２

年度日野町農業集落排水事業特別会計予算を御説明いたします。予算に関する説明書といたしま

して、５ページに歳入歳出予算事項別明細書、６ページから１２ページまで給与費明細書、１３

ページに地方債現在高の見込みに関する調書でございます。ごらんいただきたいと思います。 

 １４ページの２、歳入です。使用料及び手数料、農業集落排水使用料、１，１４０万１，００

０円です。これは、農業集落排水使用料３地区分を計上しています。次の繰入金、一般会計繰入

金、２，９０２万９，０００円です。これは、歳出の財源に充てるため、一般会計から繰り入れ

るものです。次の町債、農業集落排水事業債２０万円は、公営企業会計導入による法適用支援業

務の経費に充てるものです。 

 続きまして、１５ページ、３の歳出です。総務費、一般管理費２１４万９，０００円は、農業

集落排水関係の職員１人分の給料６カ月分を計上しております。次の施設管理費１，３３７万円

でございます。需用費は図書費の消耗品費、終末処理施設３施設の電気料等、修繕料、役務費は

処理施設の緊急通報システムの電話回線使用料、口座振替手数料、浄化槽法定点検手数料、処理

場の火災保険料です。委託料は施設の維持管理、汚泥収集運搬、電算処理委託料、工事請負費は

経年劣化による中継ポンプ２基を取りかえるものです。公課費は消費税を計上しています。 

 続きまして、公債費、元金、２，０８９万４，０００円、利子４２１万７，０００円は、町償

還金と一時借入金利子です。説明は以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 以上で、提案説明が終了しました。 

 お諮りをいたします。議案第２号から議案第２８号までの提案説明が終わりましたが、議案第

２号から議案第２８号までの質疑、討論、採決は後日に行うこととし、留保いたしたいと思いま

す。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、議案第２号から議案第２８号までを留保

することに決定いたしました。 
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─────────────・───・───────────── 

○議長（小谷 博徳君） お諮りいたします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定いた

しました。 

 本日は、これで延会といたします。会議の再開は、３月１２日午前１０時といたします。御協

力ありがとうございました。 

午後３時５０分延会 

─────────────────────────────── 

 


